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建  設  課  長    筒 井 正 之 

都 市 建 築 課 長     河 野 義 雄 

上 下 水 道 課 長      中 尾   勉 
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消    防    長    後 藤   勲 

総務課 課長補佐兼総務係長兼秘書広報係長 

       後 藤 史 明 
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○議長（河野正春君）  おはようございます。開会

前ですが、議員各位にお知らせします。 

 本日、ケーブルテレビによる議会放送用の撮影を

行いますので、ご了承願います。 

 また、傍聴者の方々にお願いいたします。ケーブ

ルテレビ用の撮影を行いますが、議場の構造上、や

むを得ず傍聴者の方々が映ることがありますが、あ

らかじめご了承いただきますようお願いいたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 一般質問の通告表の順序により発言を許します。 

９番、明石光子君。 

○９番（明石光子君）  ９番、明石光子でございま

す。通告に基づき、３項目にわたって一般質問を行
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います。 

 初めに、防災・減災対策について４点お尋ねをい

たします。７月１１日からの九州北部を襲った集中

豪雨では、各地で河川の氾濫や土砂崩れ、住宅の全

半壊、浸水被害などが相次ぎ、死者・行方不明者３

２人という甚大な被害に見舞われました。幸い、本

市においては土砂崩れや農作物への被害はあったも

のの、大きな被害は免れ、安堵しているところでご

ざいます。 

 しかしながら、昨今の異常気象がもたらす自然災

害は、いつ、どこで起きても不思議でない状況です。

身近な県内での災害現場を目の当たりにして、改め

てふだんからの防災・減災対策の重要性を感じてお

ります。 

 そこで、まず１点目の質問は、本市が管理する橋

梁の長寿命化修繕計画の策定についてです。高度成

長期に集中的に整備された社会資本は、老朽化が進

むと同時に、一斉に更新の時期を迎えており、全国

的に新たな社会資本の画一が求められております。

しかしながら、厳しい財政状況を背景として、大規

模な改修や計画そのものも策定していない自治体が

あるなど、地域の防災力の足かせとなっているのが

現状だと聞いております。とりわけ橋梁については、

コンクリート部材が劣化していくことから、一般的

な耐用年数は５０年とも言われており、現に、昨年

の東日本大震災では、崩落や、これに伴う車両の転

落事故等も発生をしております。 

 ７月の豪雨でも、河川の氾濫により橋が流され、

避難ルートの確保が困難な状況もあったとお聞きし

ました。このようなことからも、老朽化した橋梁の

修繕は喫緊の課題と言えます。現在、国土交通省も

各自治体に対し、橋梁の長寿命化計画の策定につい

て積極的に働きかけをしており、その計画に基づき、

改修等についても財政的な支援も実施していくとし

ていますが、本市における橋梁施設の現状と今後の

取り組みについてお伺いします。 

 ２点目の質問は、災害時のリーダーとなる防災士

の養成についてです。大分県は、災害時に地域を守

るリーダーの役割を果たす防災士を、今年度中に新

たに３，０００人養成するため、全市町村での研修

講座の開催に取り組んでいます。この講座は、自主

防災組織充実活性化支援事業の一環で、来年３月ま

でに県内の全市町村で計２５回開催される予定と

なっています。本来、自分で防災士を取得しようと

すれば、受講料や登録料など合わせて６万１，００

０円の費用が必要となりますが、今回は県と市町村

が原則として全額負担をすることとなっています。

現在、県内には約３，５００の自主防災組織が設置

されていますが、７月末時点での県内の防災士は１，

６４０人で、自主防災組織の数に達していないこと

から、今年度に３，０００人増員することで、各組

織の中に防災士を１人以上配置し、地域の防災力向

上を図っていきたいとしています。本市における自

主防災組織の現状と防災士養成の取り組みについて

お伺いします。 

 ３点目は、小中学校の防災拠点としての安全性と

機能の整備状況についての質問です。まず、耐震化

の実施率についてですが、県内市町村の小中学校の

耐震化率は、姫島村の１００パーセントから九重町

の５６パーセントまでとばらつきがあり、県平均で

も７９．０パーセントと、全国平均８４．８パーセ

ントを下回り、３１位となっています。本市では、

県内でもいち早く学校の耐震化に取り組んでこられ

ましたが、現在の状況についてお知らせください。 

 次は、小中学校の天井や壁、照明器具といった非

構造部材の耐震化対策についての質問です。全国の

小中学校で天井や照明器具、内壁、外壁、設備機器、

窓ガラスなどの非構造部材の耐震化が３２パーセン

トにとどまっている実態が文部科学省の調査で明ら

かになりました。学校の構造体の耐震化が８５パー

セントにまで進み、建物自体の強度が高まっている

のに比べ、天井や照明の落下などによる２次被害を

防ぐ取り組みは大幅におくれているという調査結果

ですが、実際に東日本大震災の発生時には、公立学

校の天井材や照明器具といった非構造部材の被害が

相当数報告をされています。 

 小中学校は子供たちの活動の場であるとともに、

災害時には地域住民の応急避難場所としての役割を

果たす場所でもあることから、学校施設の安全確保

の優先度は高いと思っております。しかしながら、

今回の調査でも明らかになったように、非構造部材

の耐震化の一歩となる耐震点検は、全国小中学校の

４割弱が実施していないし、教職員による定期点検

も５割以上が実施未定となっています。 

 こうした状況を踏まえ、大分県教育委員会として

は、点検実施率が年内１００パーセントになるよう

市町村に呼びかけていくという報道もありましたが、

本市の取り組みをお聞かせください。 

 次は、避難生活に必要な物資の整備についての質

問です。大規模災害発生時の避難場所となる避難施
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設の機能強化するために、県は昨年度から物資等を

整備する市町村に対し、その費用を補助してきまし

たが、本年度はさらに補助対象を拡大して、避難生

活に必要な備蓄品の購入を支援する体制づくりを進

めております。本市においても、災害時の避難場所

についてはハザードマップ等を通して市民に周知を

図っておりますが、万が一の事態に備えた物資の整

備状況はどのようになっているのでしょうか。 

 避難所には最低限必要な備蓄品は当然のことなが

ら、プライバシーにも配慮した施設整備が望まれる

ところですが、簡易トイレや間仕切りといった資材・

機材の整備についてはどのようにお考えでしょうか。

県の支援制度も活用して、避難所の機能強化を図っ

ていただきたいと思いますし、備蓄品や機材を効率

よく安全に管理するためには、防災倉庫の設置も必

要と考えますが、見解をお伺いします。 

 防災対策の最後の質問は、災害時の要援護者対策

についてです。昨年の３・１１東日本大震災に続く

ことしの７・１１からの九州北部集中豪雨災害で、

高齢者や障がい者の避難介助について多くの問題点

が課題となりました。防災対策の基本は、地域住民

による共助、共に助け合うことだと理解ができてい

るものの、ふだんから必要な情報が共有できてない

と、いざ災害が起きた時の要援護者の救助が適切に

進まないといった問題が浮き彫りになりました。 

 個人の情報については保護法の関係で目的外の使

用が禁止されていることは承知していますが、自治

体によっては、対象者個人から防災目的の個人情報

提供の承諾を得て名簿などを関係先に渡していると

ころもあると聞いております。住民の命を平等に安

全に守るための万全の備えは行政の責務と考えます

が、当局の見解をお聞かせください。 

 ２番目の質問は、胃がん対策についてです。胃が

んの予防対策の１つとしてピロリ菌の除菌が有効で

あることが最近大きくクローズアップされてきまし

た。このピロリ菌に感染している人はおよそ６，０

００万人いると言われています。特に５０歳以上の

感染率が高いとされており、胃がん年齢と合致して

いると専門家は分析をしております。先般、北海道

大学の浅香正博教授の講演で、「我が国から胃がんを

撲滅するための戦略」というテーマのお話の中でも、

胃がんの新常識を一言で言えば、胃がんの大半はヘ

リコバクター・ピロリによる感染症が原因であると

断言されました。その上でピロリ菌の除菌による予

防の重要性を訴えておられました。 

 一方、厚生労働省の指針では、胃がん検診の目的

に合致すると科学的に証明され、効果ありと判定さ

れたのは胃Ｘ線検査だけとしていますが、今後は胃

がん研究者によるピロリ菌除菌の効果効能が発表さ

れていくものと期待をしております。 

 いずれにしても、６，０００万人もの感染者がい

ると予想されるピロリ菌の抗体検査を胃がん予防の

１つとして住民健診に取り入れることはできないで

しょうか。見解をお伺いいたします。 

 ３番目の質問は、学校図書館の整備・充実に向け

ての取り組みについてです。今年度から、学校図書

館図書整備５カ年計画が策定されたことに基づき、

必要な経費について、これまで同様の地方交付税に

よる財政措置のほかに、初めて学校司書配置に約１

５０億円と学校図書館への新聞配備に約１５億円、

５カ年で約７５億円の予算が措置をされました。学

習指導要領の改訂等に伴い、現在は学習方法が従来

の教科書中心から、さまざまな資料やメディアを利

用する主体的・自主的な学習が必要とされています。

こうした意味からも、学校図書館を、読書はもとよ

り情報や学習センターとしての機能を充実させるた

めの予算が大幅に拡充されておりますが、本市の取

り組みについて、次のとおりお尋ねをいたします。 

 １つは、図書館司書の配置と学校図書館の有効活

用についてです。 

２つ目は、ことし４月に行われた全国学力テスト

で初めて理科が実施されましたが、大分県の成績は、

中学校が全国平均をわずかに上回ったものの、小学

校は平均以下だったという報道がありました。この

ことについて、県教育委員会は、理科の指導に課題

があったとしていますが、小学校の理科学習には図

鑑は欠かせませんし、新学習要領では、小学四、五

年生になると百科事典や図鑑などの共通教材を使っ

た学習を奨励していますが、現行の予算では図書館

に複数の配備をすることが困難な状況もあると聞い

ております。本市の取り組みについてお聞かせくだ

さい。 

 ３つ目は、各学校における学校図書館図書標準基

準は達成をされているのでしょうか。 

４つ目は、学校図書館への新聞配備と新聞活用教

育への取り組みについてお伺いいたします。 

 以上で、初めの質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  明石議員の、小中学校の

防災拠点としての安全性と機能の整備状況について
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お答えいたします。学校施設は子供たちの活動の場

であるとともに、非常、災害時には地域住民の避難

場所としての役割も果たすわけであります。その安

全性の確保は極めて重要であり、これまで耐震工事

の早期完了を目指し、事業の推進を図ってまいりま

した。 

 本年度におきましても、都甲小学校体育館の耐震

工事を夏休みに終了し、その結果、小中学校の耐震

化率は現時点で９５．１パーセントとなっておりま

す。また、未実施の都甲小学校校舎２棟につきまし

ては、現在建築いたしております一貫校校舎へ移転

するということになりますので、平成２５年度４月

からは市内全ての学校において耐震化率は１００パー

セントとなるわけであります。 

 次に、非構造部材の耐震化対策についてでありま

すが、これは大規模地震の揺れによる天井材や照明

器具の落下などにより、人的被害や避難場所として

の機能を失う可能性を回避するということでありま

して、これまで取り組んでまいりました構造体の耐

震化同様、大変重要だと私たちも考えているところ

であります。 

 これまでも、各学校において、施設の管理、日常

点検の中で非構造部材を教職員と設置者である教育

委員会とが協力しながら、目視を中心として点検を

実施したところでございます。しかし、その対象と

なる部材は多種多様でありまして、文部科学省にお

いてその点検及び対策の手法をまとめた学校施設の

非構造部材の耐震化ガイドブックが作成されまして、

昨年度からこれによることとされたわけであります。

これを受けまして、教育委員会といたしましても、

ガイドブックに示された方法により、各施設の点検

を早急に実施をいたしまして、平成２６年度中には

点検率１００パーセントを目指したいと、そしてそ

の対策につきましても、点検結果を踏まえ、危険度

等により順次計画的に実施してまいりたいと考えて

おるところでございます。 

 次に、教育行政についての学校図書館の整備・充

実に向けての取り組みのご質問でございますけれど

も、学校図書館の整備・充実というのは、子供たち

に豊かな読書経験の機会を与えることで、知的活動

を推進し、みずから学ぶ意欲、思考力、判断力、表

現力の育成が図られるため、とても重要だと考えて

いるところであります。 

 図書館司書の専門家の活動の成果及び体制の整備

についてでありますが、これからの学校図書館につ

きましては、子供たちがみずから学ぶ学習の場とし

ての機能と、豊かな感性を育む読書の場としての機

能が求められておるわけであります。平成２２年度

から学校図書館活用推進事業モデル校といたしまし

て、小学校、中学校それぞれ１校指定をいたしまし

て、図書館司書や図書館アドバイザーと連携を図り

ながら、学校図書館を活用した教育活動のあり方や、

児童生徒が本や読書に親しむ態度と情報を活用する

力の育成を図っておるところであります。その成果

につきましては、学校図書館の来館数、貸し出し数

が増加するとともに、学校図書館を活用した事業を

展開することによりまして、学習センターとしての

機能が図られているところであります。 

 次に、理科の全国学習状況調査の結果のお話がご

ざいましたけれども、小学校の図書館における百科

事典、そして図鑑、これは複数配備というのは全て

の小学校の学校図書館に現在配備をしているところ

であります。 

 また、公立図書館における学校への支援体制につ

いてでありますけれども、公立図書館は子供たちの

周りにある全ての施設と連携し、子供たちの読書環

境を整えるコーディネーターとなることが求められ

ているわけであります。このようなことから、来年

２月開館予定の新図書館では、調べ学習用の資料を

充実させるとともに、学校への団体貸し出しの利用

促進のため、各学校へ定期的に資料を配送するサー

ビスを実施いたします。 

 次に、各学校における学校図書館図書標準蔵書数

についてお答えいたします。平成２２年度から学校

図書館の整備・整理を行う中で、学校図書廃棄規準

に沿いまして廃棄をいたしました。その結果、標準

蔵書数には達しておりませんが、現在、学校図書館

が児童生徒に利用しやすいよう、児童生徒のニーズ

に沿った選書を行い、計画的に図書の整備を行って

いるところでございます。 

 次に、学校図書館における新聞活用、配備につい

てお答えいたします。現在、全ての学校において新

聞の配備を行っており、中でもＮＩＥ教育実践校に

つきましては、日本新聞協会のご協力をいただき、

６社から毎日無料講読を受け、図書館に配備をして

いるところであります。他の学校につきましては、

新聞コーナーや職員室前など、いつでも児童生徒の

目が届く場所に配備をしております。また、新聞活

用教育の実践でありますけれども、ＮＩＥの取り組

みということで、現在、それぞれの学校で努力をし、
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そして教育効果を上げておるところであります。本

市といたしましても、これからこのＮＩＥ教育とい

うのはますます進めていきたいと、そういうふうに

思っているところであります。学校図書館というと

ころがまさに生きる力を育み、そして知識や技能の

習得に大きな役割をこれからも果たすべく努力をし

ていきたいと、そういうふうに思っておりますから、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  建設課長、筒井正之君。 

○建設課長（筒井正之君）  防災・減災対策に関す

る質問のうち、橋梁の長寿命化修繕計画の策定につ

いてお答えいたします。本市における橋梁施設の維

持管理の状況についてですが、現在、市道で管理し

ている橋梁施設は３３７橋あります。これまでは損

傷箇所が判明した都度、補修、かけかえなどを行う

など対処療法的な維持管理を行ってきたところでご

ざいます。このような中、国は橋梁施設の長寿命化

と維持管理コストの低減を図る観点から、平成１９

年度に橋梁長寿命化修繕計画策定事業費助成制度を

創設し、これまでの事後保全型の維持管理から予防

保全型の維持管理へと転換が円滑に進められるよう、

制度の活用について働きかけを受けていたところで

ございます。 

 このようなことから、市といたしましても、この

助成制度を活用し、平成２１年度から昨年度までの

３カ年をかけ、対象となる３１１橋について、長寿

命化修繕計画を策定いたしました。具体的には橋の

ひび割れやコンクリートの剥離、鉄筋の露出、橋台

の基礎の洗掘の状況など橋梁施設の損傷度合いにつ

いて調査把握し、早期の対策が必要なものを優先し

ながら、長寿命化が期待できる修繕の方法、費用な

ど、今後１０年間における維持管理計画を定めたも

のでございます。すでに点検調査を実施していく過

程において、緊急補修の必要性が確認された橋梁４

カ所につきましては、平成２２年度及び昨年度にお

いて国の地域活性化交付金を活用し、補修を実施し

たところでございます。今後につきましては、本年

度策定した長寿命化修繕計画を県に提出し、国の承

認をいただきましたら、本計画に基づく平成２５年

度事業といたしまして６橋の修繕を考えているとこ

ろでございます。 

 また、橋梁施設の耐震化につきましても事業実施

に際し、慎重に調査をしながら、予算要望する中で、

国、県と協議してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  それでは、私のほうか

ら防災・減災対策について、防災士の養成の現状と

避難所の物資の整備状況についてお答えいたします。

今年度、大分県とともに養成を計画しております防

災士につきましては、防災力向上のために活動が期

待される意識と知識を有する資格で、地域の自主防

災組織のリーダーとしての活躍が期待されることか

ら、本市におきましても、各自治会に１名の養成を

目標に取り組みを進めております。 

 養成の研修日程でございますけれども、２回の受

講機会を設定しております。１回目が１０月の６日

と７日に真玉庁舎公民館の大ホールにおいて、２回

目が来年の３月９日と１０日に西高教育会館のほう

で開催するようにしております。受講者の募集につ

きましては、すでに各自治委員を通しましてお願い

しまして、現在のところ７５名の方から申し込みが

あっております。１回目の真玉の会場でありますけ

れども４６名が受講する予定となっております。 

 今回の研修につきましては、土日の２日間にわた

りまして、演習などを中心に、内容の濃いプログラ

ムとなっているほか、全講座が終了後には試験があ

ることなどから、地域の人選につきましては苦慮し

ているところもございますけれども、今後も受講者

の確保に努めてまいりたいと思います。 

 また、防災士を養成した後には、災害時の活動は

もとより、平時における防災訓練の計画など地域の

自主防災組織での活躍ができるよう、連携を図って

まいりたいと思います。 

 次に、避難所生活に必要な物資の整備状況につい

てお答えいたします。現在、市が指定しております

避難所につきましては、小中学校の体育館、それか

ら公民館など含めまして３３カ所となっております。

避難所には避難用の資機材といたしまして発電機、

投光機などを整備しているほか、消防本部、それか

ら真玉庁舎、香々地庁舎の３カ所の拠点につきまし

ては、備蓄食料や毛布等を整備しております。避難

用資機材につきましては、迅速に物資を配送するこ

とや運搬路の寸断によるリスクを回避するために分

散して整備することが必要であります。そうしたこ

とから、今年度におきましては、市内の６カ所の避

難所に防災倉庫を設置しまして、簡易トイレ、パー

テーション等の避難生活に必要な用品の整備を計画

しております。今後とも、防災に関する必要なハー
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ドの整備を行うとともに、自主防災組織活性化の取

り組みにつきましても重点を置きながら防災対策に

取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（河野正春君）  福祉事務所長、尾形 稔君。 

○福祉事務所長（尾形 稔君）  防災・減災対策の

うち、災害要援護者対策についてお答えいたします。

現在、市で、災害時要援護者として氏名等を把握し

ていますのは、重度心身障がい者や緊急通報システ

ムまたは安否確認見守りネットワークシステムの加

入者を中心としたものであります。この情報は、福

祉事務所で一元管理しておりますが、情報公開に係

る本人の同意を得ていないことから、関係機関等へ

の情報共有はできておりません。しかし、議員ご質

問のとおり、今回の豪雨災害で報道がありましたよ

うに、災害時の要援護者に対する避難支援及び安否

確認の活動には、自主防災組織を含め、関係機関や

民生委員、児童委員などに対象者の情報がなくては

迅速に対応ができません。今後は早急に自主防災組

織や民生委員の方などと連携をとり、情報共有を図

る中で、各地域で効果のある災害時の要援護者対策

を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  ウェルネス推進室長、伊南

冨士子君。 

○子育て・健康推進課ウェルネス推進室長（伊南冨

士子君）  胃がんの早期発見対策としてのピロリ菌

検査を住民健診に取り入れてはどうかというご質問

にお答えいたします。 

初めに、ピロリ菌についてご説明いたします。ピ

ロリ菌は、胃粘膜に生息する菌で、１９９２年の統

計では、議員のご発言にもありましたように、５０

歳を超えるとおよそ８割の方が感染していると言わ

れております。ピロリ菌は、胃粘膜に炎症を起こし、

慢性的に持続し、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を起こしや

すい下地をつくってしまい、さらに、胃がんの発生

にかかわっていることがわかってきております。 

 なお、本市の胃がんに関する統計を見ますと、平

成１７年から２１年までの５年間の年齢調整死亡率

では、悪性新生物、いわゆるがんで亡くなった方が

トップで、そのうち胃がんで亡くなられた方は男女

とも上位にあります。そのような中、市の胃がん検

診を受ける方は少なく、平成２２年度の受診率は９．

９パーセントでございました。 

 議員ご提案のピロリ菌検査を住民健診に取り入れ

ることについてですが、ピロリ菌検査について助成

している市町村は、現在のところ全国では１パーセ

ントと、まだまだ胃がん検診としては普及されてい

ない状況です。市としましては、胃がんで命を落と

さないために、まずは国が推奨しております胃がん

検診をより多くの市民の皆様に受けていただき、胃

がんの早期発見をする取り組みに力を注いでまいり

たいと考えております。その上で、ピロリ菌検査を

身近にできる方法としまして、住民健診の場で血液

検査により受けられるよう、機会の確保を前向きに

検討してまいります。 

 がん予防対策、特に胃がん対策は、市の喫緊の課

題でございます。市民の皆様が健康なうちから胃が

ん健診を受け、また健康な胃を守る生活習慣に取り

組んでいただきますよう、今後積極的に胃がんの予

防、早期発見対策を推進してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  明石光子君。 

○９番（明石光子君）  それでは、再質問をいたし

ます。 

 まず、防災・減災対策のうち、１つは橋梁の長寿

命化に関する質問部分ですが、国土交通省の資料に

よりますと、約９割以上の自治体で長寿命化修繕計

画が策定済みですが、実際に修繕を進めていく上で

も、国の支援、特に財政的な支援が最も有効である

とのアンケートの結果が出ているようです。本市で

も費用対効果等の観点から、有利な交付金を活用し

て整備を進めていく必要があると考えますが、今後

どのように取り組んでいくのかをお伺いいたします。 

 ２つ目は、防災士の養成についてですが、研修の

日程については１０月と３月の２回に分けて実施を

する予定で、現在７５名の受講者が決まっていると

いうことですが、本市としては最終的に何名の防災

士を養成する予定でしょうか。それから、現在７５

名の申請者のうち女性は何名おられるのか、あわせ

てお尋ねいたします。昨年からことしにかけて発生

した大災害の中で、女性の果たした役割、また折々

に必要とされた女性の力の大きさを改めて感じられ、

防災会議等への女性の登用も各地で進められており

ますので、ぜひ女性防災士養成の取り組みにも力を

入れていただきたいと思っております。先ほどのご

答弁によりますと、自治会に１人の防災士の養成を

目標にお願いをしているということですけれども、

なかなか試験等があって人選が難しいということで
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もありましたけれども、この人選につきましては、

自治会任せではなく、担当課が積極的にＰＲ等も含

めて働きかけをすべきと考えますが、この点につい

てはどのようにお考えでしょうか。 

 以上です。 

○議長（河野正春君）  建設課長、筒井正之君。 

○建設課長（筒井正之君）  それでは、明石議員の

再質問についてお答えいたします。市といたしまし

ては、今後、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、平成

２５年度から効率的に事業を実施していくためにも、

有利な交付金の活用ができるよう、国、県と協議し

ながら行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  それでは、明石議員の

再質問にお答えいたします。 

 女性の防災士につきましては、先ほど言いました

７５名の申し込みのうち２名の申し込みをいただい

ております。先ほど議員のほうが言われましたよう

に、災害時には女性の視点による活動も重要と考え

ておりますので、今後は女性の防災士育成にも力を

入れていきたいと思います。 

 また、今回の防災士養成につきましては、現時点

では目標に達していない状況でございますが、本市

といたしましては、先ほど言いました各自治会１名、

１６３名の養成を目標に取り組みを進めております。

そのためには、今後、１０月に開催されます防災士

養成研修の模様を紹介しまして、防災士の重要性を

広く市民の皆さんに広報するとともに、自治委員の

皆さんとも協議を行ってまいりたいと考えておりま

す。また、担当課といたしましても、積極的に人材

の把握を図り、３月に開催する２回目の研修受講者

の確保に努めてまいりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  明石光子君。 

○９番（明石光子君）  ８月３０日に、大きく各新

聞報道されました死者３２万人という南海トラフ地

震の被害想定記事を見て、震撼とさせられました。

市民の皆様も同じだと思います。大分県内における

被害想定についても、今回初めて具体的な数字が示

されております。自然災害は、先ほども申しました

とおり、いつどこでどのように発生するか予測はで

きません。ふだんからの万全の備えが不可欠と考え

ます。これからの防災・減災対策の取り組み強化を

お願いいたしまして質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  一般質問を続けます。 

５番、山田秀夫君。 

○５番（山田秀夫君）  ５番、山田秀夫でございま

す。通告に基づき、一般質問を行います。 

 まず、サービス付き高齢者向け住宅についてお尋

ねいたします。国土交通省、厚生労働省の共管によ

るサービス付き高齢者向け住宅制度の創設などを内

容とした改正高齢者住まい法が平成２３年１０月２

０日に施行されました。これにより、高齢者向け住

宅について、より一層利用しやすい制度になるよう

に改善が図られております。サービス付き高齢者向

け住宅とは、住宅として居室の広さや整備、バリア

フリーといったハード面に加え、ケアの専門家によ

る安否確認サービスや生活相談サービスなどを提供

することにより、高齢者が安心して暮らすことがで

きる環境を整えた住宅のことです。従来、老後に住

みかえる民間の住まいには、高齢者向け賃貸住宅と

有料の老人ホームがありました。今までの高齢者向

け賃貸住宅は、制度上食事の提供や家事などの生活

支援サービスの提供が任意であったため、入居中に

介護が必要となった場合に、再度の住みかえが必要

となるケースも少なくありませんでした。また、行

政監督権限や事業者の情報開示のルールがないとい

う問題点も指摘されておりました。 

 一方、有料老人ホームには、事業者の判断によっ

て要介護になった場合の入居契約解除条件があるた

め、入居者が望む安定した居住ができなくなる可能

性がある、入居後すぐに解約しても、初期償却が大

きく一時金が返金されないといった、入居一時金の

トラブルが多いという問題も指摘されておりました。 

 サービス付き高齢者向け住宅制度の創設により、

従来の高齢者向け賃貸住宅の高齢者円滑入居住宅、

高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅は、

新制度の基準を満たして、「サービス付き高齢者向け

住宅」として、改めて登録をしなければ一般の賃貸

住宅とみなされることになりましたが、本市の有料

老人ホームを含めた状況についてお尋ねをいたしま

す。 

 次に、国土交通省と厚生労働省は連携し、「サービ

ス付き高齢者向け住宅」の整備に本腰を入れ始めて

おり、今後１０年間で６０万戸の整備を目標として

おります。平成２４年度以降の新規物件及び従来の

高齢者向け賃貸住宅からの登録がえが進み、登録数

は増加し続けています。本年４月５日時点で総登録

件数は１，０１４件、総登録戸数は３万４，７０６



９月２０日 

 - 29 - 

 

戸となっております。 

 国は新築改修費用の補助、税制優遇、賃金の融資

を実施することにより、民間事業者、医療法人、社

会福祉法人、ＮＰＯ法人などによる供給を促進させ、

この新制度を推進していく考えですが、本市の考え

方についてお尋ねをいたします。また、改正高齢者

住まい法では、自治体ごとに高齢者居住安定確保計

画を策定することができるようになりました。 

 計画の中では、高齢者の住宅にかかわる現状の課

題を踏まえて、その対応策などが盛り込まれること

になりました。今後はこうした自治体ごとの高齢者

居住安定確保計画に沿った、「サービス付き高齢者向

け住宅」の新規供給がより進められていくものと思

われますが、本市の取り組み方についてお尋ねをい

たします。 

 次に、都甲小中一貫校についてお尋ねをいたしま

す。 

 本市の都甲小学校と都甲中学校が合併した小中一

貫校が来年４月開校します。県北初の小中一貫校で、

一つの校舎内に小学校と中学校が入る小中一体型は、

県内では初めての試みであります。 

 カリキュラムでは、義務教育の９年間を前期４年、

中期３年、後期２年に分け、長期的視野に立った一

貫教育を実施するようになっております。１年生か

ら９年生までが同じ校舎で学び、交流活動は縦割で

行い、１年生から英語教育や郷土の伝統文化の学習

などにも力を入れていくというふうに、新聞に報道

されておりました。 

 大分県内では、大分市の賀来小中学校が平成１８

年１１月に大分市小中一貫教育校として、構造改革

特区の認定を受け、大分市小中一貫教育研究推進校

として平成１９年４月より開校しております。 

 本市と同じように義務教育の９年間を前期１年生

から４年生までの４年間、中期５年生から７年生の

３年間、後期を８年生から９年生の２年間の３期に

分け、小中一貫教育に取り組んでいます。また、１

年生から英語教育を行っているのも当市と同じであ

ります。そこで、小中一貫校の４・３・２制の導入

の意義について、まず、お尋ねをいたします。 

 次に、現行の義務教育制度のもとでは小学校と中

学校は別々の学校であり、それぞれの学校における

生活上の決まりや学習内容、教材の種類や指導方法

等に大きな違いがみられます。まず、生活上の決ま

りについては、中学校では制服が義務づけられてい

たり、髪型や所持品等に関する学校生活の決まりそ

のものや、決まりに関する教師の指導も一般的に小

学校と中学校では異なっていたりすることが通例で

すが、どのように考えておられるのかお尋ねをいた

します。 

 次に、学習面では算数が数学、図画工作は美術に、

理科は一分野と二分野に分かれるなど、より高度で

専門的な内容となるとともに、英語が教材として導

入されます。また、中間テストや期末テストが実施

されております。さらに、指導体制については、小

学校ではどの教材の授業も学級担任によって行われ

るのが基本であります。中学校では教科担任制とな

り、通常の教科ごとの指導者の教師が変わりますが、

どのような対応を考えておられるのかお尋ねをいた

します。 

 次に、英語教育を１年生から導入するということ

についてお尋ねをいたします。本市においては、す

でに英語教育の導入は実施されておられますが、現

行においては小学校段階における英語活動は、１年

生から４年生までは各学校の実情等に応じて実施し

ていることから、指導の狙いや指導内容、指導方法、

評価のあり方等の共通の基準が設定されておらず、

そのために中学校進学時に小学校段階における英語

の学習がさまざまに異なるなどの実態が見られます。 

 そこで、言語習得や国際理解等について９年間を

見通し、統一した目標設定が必要だと考えますが、

計画内容についてお尋ねをいたします。 

 次に、適切な学校規模を考える視点として、学校

運営、教育財政効果、教育効果があげられます。ま

ず、学校運営の前提条件として、各公立小中学校に

配置される教員については、定数の標準が学級数に

基づいて法律が規定されております。 

 例えば各学年が１学級の場合、現行の規定では小

中学校とも校長、教頭を含めて９人となります。中

学校では必須科目が９科目なので、これ以上規模が

小さくなると、教科ごとの専門の教師を配置するこ

とができなくなる可能性があります。さらに、部活

動の指導が困難となりますが、どのように考えてお

られるのかお尋ねをいたします。 

 次に、学校運営の観点では、小規模のほうが運営

方針や教育方針を徹底しやすいし、小回りがきき、

新しい試みを試しやすい半面、教師が過重負担とな

ります。教師同士の切磋琢磨や創意工夫が難しいと

されております。 

 また、教育財政効果との関連では学校規模が小さ

くなると、児童生徒一人当たりの諸経費が増加する
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傾向にもあります。教育効果については、例えば小

規模の場合、きめ細かい指導ができるが、よい意味

での競争に欠け、序列が固定化する。親しみから規

律が緩みがちになると言われておりますが、以上の

事項に対する教育長の見解をお尋ねをいたします。 

 次に、保護者、児童、生徒、または地域の人に対

する説明はどのようにしているのか、また、今後の

スケジュールについてお尋ねをいたします。 

 最後に、今考えられるこのほかの問題点として、

何が考えられるのかお尋ねをして、１回目の質問を

終わります。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  山田議員の都甲小中一貫

校についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、小中学校間の４・３・２制の導入の意義に

ついてでございますが、社会の急激な変化により、

２１世紀をどのようにたくましく生きる子供を創造

するのかという視点が一つ。そして、現在の子供の

発達段階に対応した教育課程の導入というのが二つ

目の大きな意義になるわけであります。 

 教育委員会といたしましては、半世紀以上続きま

した現在の６・３制の学校制度を、４・３・２制の

学校制度に変えるわけでありますから、慎重に実行

しなければならないと考えております。 

 そして、学力の視点では、論理的思考が発達する

小学校五、六年、抽象的な思考が発達する中学校二、

三年生など、児童生徒の発達段階に則した指導を工

夫することによりまして、学力向上が図れると考え

ております。 

 また、生徒指導における問題行動等は小学校５年

生ごろから顕著になるという傾向があることや、中

学校に進学したときに学習内容や生活リズムの変化

についていけない、中１ギャップに対しても克服で

きると考えております。 

 そして、心身の発達の視点では、身体の成長が早

くなったことや心の発達段階で、小学校５年生の時

期に不安定になることなどから、一つの区切りを設

けることが必要であると考えておるわけでございま

す。 

 次に、学校の決まり、生活、校則の違いについて

でありますが、小中学校ではさまざまな違いがあり

ます。制服や通学方法や、児童会、生徒会組織など

についてもプロジェクトチームや合同会議を、現在

開いておるところでございます。さらに、現行の小

中学校の学習面での違いについてでありますが、前

期の４年間はこれまでの小学校と同様、学級担任制

を基本にいたしたいと考えております。また、中期

の３年間では教科担任制を取り入れ、より専門的な

授業を導入したいと思っております。そして、後期

の２年間では進路、進学に対応する学習に取り組み、

自分の将来の夢や目標、そして生き方について学ば

せたいと考えております。 

 さらに、英語教育の１年生からの導入についてで

すが、小中一貫校では小学校１年生から英語教育を

行いまして、英会話を通してのコミュニケーション

能力を高め、通常の会話でも英会話ができるまでに

学ばせたいと、そう目標を考えているところであり

ます。 

 次に、学校運営、教育財政効果、教育効果につい

てでありますけれども、学校運営面での教職員の配

置基準につきましては、これまでどおりの小学校、

中学校それぞれ１校ずつの配置数となる予定であり

ます。また、部活動につきましては、中期のつなぎ

から取り入れる計画でありますから、より充実した

指導ができるものと考えております。さらに、教職

員の連携や磨き合いにつきましては、組織的に対応

して質的な向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。教育財政効果では、効率的に施設や備品、教材

を有効的に活用することにより、効果を上げたいと

考えております。 

 そして、保護者、児童、生徒、地域の人々に対す

る説明についてですが、これまで適時説明会を開催

し、疑問にお答えをしたり、ご要望をお聞きする機

会を設けてまいりました。その中で、ご意見、要望

等をお聞きし、できる限り取り入れながら校舎建築

にも生かしているところであります。今後も必要に

応じた説明会を開催してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、今考えられる問題といたしましては、９ヶ

年の中で入学式や卒業式などの節目をどのように新

鮮な気持ちで創造できるかや、市内の他の小中学校

との連携をいかにスムーズに行うかなどというのが

課題になるわけであります。今後も、来春の開校に

向けて最大の努力をしてまいりたいと思いますので、

何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  保険年金課長、佐藤 清君。 

○保険年金課長（佐藤 清君）  介護・医療と連携

し、高齢者を支援する高齢者向け住宅についてお答

えをいたします。 
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 高齢者の居住の安全確保に関する法律の改正によ

り、「サービス付き高齢者向け住宅」が創設されまし

た。これは、介護と医療が連携し、ケアの専門家に

よる安否確認や生活相談、介護サービスなどにより、

高齢者が安心して暮らせるためのバリアフリー構造

の住宅を提供するものでございます。 

 この「サービス付き高齢者向け住宅」の本市にお

ける状況についてお答えします。「サービスつき高齢

者向け住宅」を提供しようとする事業者は、大分県

への登録申請が必要となっております。申請の状況

について、大分県土木建築部建築住宅課に確認しま

したところ、８月末時点で豊後高田市内の事業所か

らの申請はないとのことであります。したがいまし

て、現在市内に対象施設はございません。 

 次に、制度の推進についてお答えします。 

 先ほどお答えしたとおり、現在のところ市内に対

象施設がございませんが、今後、実施可能な事業主

や場所、その他のさまざまな要件について調査、研

究を行った上、検討させていただきます。 

 次に、「高齢者居住安定確保計画」の取り組みにつ

いてお答えします。 

 この計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法

律の第４条に「都道府県は基本方針に基づき、当該

都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確

保に関する計画を定めることができる」とされてお

り、大分県が計画の策定を行うものでございます。

大分県に確認したところ、現在、策定作業中であり

平成２４年度中に策定するとの回答をいただいてお

ります。 

 今後、県民並びに市町村への意見聴取を行った後、

計画の策定がなされる予定とのことでありますので、

先ほど述べました調査・検討を踏まえ、県に対し意

見・要望をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  山田秀夫君。 

○５番（山田秀夫君）  それでは、再質問をいたし

ます。 

 まず、「サービス付き高齢者向け住宅」のことで、

今、課長から答弁がありましたけど、豊後高田市に

は有料老人ホームが２件ございまして、そのうち今、

県のほうに変更の申請も含めてゼロだということに

なるんでしょうか。その辺をお尋ねをいたします。 

 それと、都甲小中の一貫校についてでありますが、

今、教育長から答弁で、小中はおのおので教職員の

配置基準は今までどおりだというふうに答弁がござ

いましたけれども、そうすると校長も教頭も養護の

先生も、同じように２人になるんですか。その辺に

ついて、まずお尋ねをしたいと思います。 

 もう一件は、小中一貫校になった場合は、地方交

付税の交付金についてお尋ねをしたいと思います。

地方交付税の交付金の算定基礎となる基準財政需要

額のうち、小中学校費は児童生徒数、学級数、学校

数を測定単位としているため、統廃合による学級数

や学校数が減少すると、市町村の地方交付税交付金

の額に影響するデメリットがあるということを言わ

れておりますけども、本市の影響はこれに対してど

のようになるのかお尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（河野正春君）  財政課長、甲斐智光君。 

○財政課長（甲斐智光君）  山田議員の都甲小中一

貫校の普通交付税の算定につきましてお答えいたし

ます。 

 普通交付税の算定における都甲小中一貫校の先ほ

ど言いましたように、建設後の取り扱いでございま

すけども、現在は都甲小学校、都甲中学校それぞれ

で普通交付税の教育費に係る需要額は算定されてい

ます。この教育費の算定に当たっては、児童生徒数、

学校数、それから学級数を測定単位としています。

この単位数値は、学校基本調査から導いております。 

 都甲小中一貫校建設に当たって、この一貫校は校

舎の形態が小学校部分と中学校部分とが一つの校舎

の中に互いに併存するという、県内では初となる平

地型、すなわち一体型のため、形の上から学校校舎

が一つということになりますが、交付税算定の調査

上はあくまでも小学校と中学校が、それぞれ存在す

るという扱いになりますので、学校数等の測定単位

についての数値の変動、つまり減少は生じません。 

 そのため、児童生徒数の自然減等の要因は別とい

たしまして、小中一貫校へ移行することによる交付

税算定の影響はないものと見込まれます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  保険年金課長、佐藤 清君。 

○保険年金課長（佐藤 清君）  山田議員の再質問

にお答えします。 

 ８月末時点での申請はゼロ件でございます。 

○議長（河野正春君）  教育庁学校教育課長、瀬口

卓士君。 

○教育庁学校教育課長（瀬口卓士君）  山田議員の

再質問にお答えいたします。 

 都甲小中一貫校の教職員の配置につきましては、

これまでどおり小学校、中学校２校として児童生徒
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数及び学級数に応じて配置される予定となっており

ます。ご質問の校長、教頭、養護教諭の人数につき

ましては、現時点では確定はしておりませんが、学

校運営、教育の充実のため、今後、県教育委員会と

協議いたしまして進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  山田秀夫君。 

○５番（山田秀夫君）  それでは、再々ということ

ではなくて、要望ということで言わせてください。 

 高齢者向けの住宅の将来を考えた場合、潜在的な

入居希望者数は市場拡大の大きな要素であります。

平成２３年度の高齢者の社会白書によりますと、平

成２２年の１０月１日時点の日本の高齢者人口、６

５歳以上は過去最高の２，９５８万人で、総人口に

占める割合、高齢化率は２３．１％となっておりま

す。白書では、２０２５年には３０％を超え、２０

５５年には４０％を超えると言われております。 

 このように日本では高齢化が急速に進む中、高齢

者の単身世帯や高齢者夫婦世帯が増加しますが、高

齢者が安心して暮らせる住宅は、まだ十分であると

は言えません。したがって、介護・医療と連携して

高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保す

ることが極めて重要になってきます。 

 近年の高齢者の意識は変化しており、例えば一定

のルールのもとで生活する介護施設よりも、自由度

が高い住宅で老後を過ごしたいと考える人がふえて

くると言われております。また、専門家による安否

確認サービスや生活相談サービス、食事の提供、家

事援助などのソフト面を充実させることで、高齢者

は安心して生活ができます。 

 そうしたことからも、住みなれた地域でその人ら

しく最後まで暮らせるためには、住む人の必要に応

じた医療・介護、生活支援サービスが柔軟に提供さ

れやすい「サービスつき高齢者向け住宅」の果たす

役割は大きいと思われますので、ぜひ推進をいただ

きたいというふうに要望して、私の質問は終わりま

す。 

○議長（河野正春君）  一般質問を続けます。 

１０番、土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君）  １０番、土谷 力でござ

います。一般質問を行います。 

 まず、市長の政治姿勢についてお尋ねします。 

 平成２２年６月の「地域主権戦略大綱」の閣議決

定、平成２３年４月の「地域主権改革関連３法案の

成立」、「国と地方の協議の場の設置」、「第１次、第

２次による分権一括法の成立」、「義務づけ枠づけの

見直し」、「地方の条例制定権の拡大」、「基礎自治体

への権限の移譲」これに基づいて九州市長会は道州

制、九州地方知事会は九州広域行政機構の発表を

行っています。この２点についてお尋ねします。 

 まず、九州市長会の行っている道州制についてで

ありますが、九州市長会の道州制に関する研究、検

討は平成１７年度から始まっております。九州にお

ける道州制等のあり方研究委員会を設置し、九州に

おける道州制度の検討を開始しています。 

 委員会では中央集権から脱却し、真の分権社会へ

の転換並びに道州制の九州モデルの実現を明確に打

ち出し、平成１８年には九州府構想の報告書を出し

ております。平成１９年には九州府構想推進研究委

員会を設置し、平成２１年には九州府実現計画報告

書を取りまとめています。 

 これらの取り組みは、住民に最も身近な自治体で

ある基礎自治体の立場から行政の変革をなしていく

という考えであります。九州府実現の過程における

権限等の移譲による基礎自治体の強化、いわゆる団

体自治の充実と、あわせて住民自治の充実が求めら

れています。 

 九州府実現の下、基礎自治体において住民自治は

どのようにあるべきかについて、道州制とアジアの

経済、道州制下における税制制度のあり方について

具体的に検討し発表しています。 

 このように九州市長会では、道州制による方向に

進んでいます。平成２４年８月には九州市長会の会

長を大分市長、釘宮市長と、熊本市長、長崎市長は

九州構想推進計画報告書に基づいて、岡田副総理、

前原政調会長と話し合いをしています。その内容に

つきましては、先日大分市長と３０分間話をさせて

いただいた中で、大変いい方向の話だったと。前原

政調会長においては、このまま法案をつくったらど

うかという、まあ、冗談だとは思うんですけれども、

そういう話も出たとそう伺っております。 

 こういうような道州制の問題について、恐らくこ

の豊後高田市においても大変関心があるし、行政そ

のもののあり方が変わってくるのではないかと思っ

ておりますが、この点について市長はどのように考

えていますか、お尋ねします。 

 それから平成２２年６月に閣議決定した「地域主

権戦略大綱」において、国の出先機関の原則廃止が

明記されています。それを受けて、九州地方知事会
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では、平成２２年１０月に国の出先機関の事務、権

限、人員、財源等を丸ごと受け入れるための組織と

して九州広域行政機構の構想を発表しました。 

 これは九州地方知事会として分権社会確立のため

の地方の受け皿としての、九州地方知事会の受け皿

として考えているものであります。この九州広域行

政の取り組みについて、これまで平成１５年政策連

合の推進、平成１７年４月九州観光推進機構の設立、

平成２２年６月地域戦略大綱閣議決定により、国の

出先機関の原則廃止に基づいて平成２２年１０月九

州広域行政機構の発想を発表しております。国の出

先機関の丸ごと受け入れです。 

 平成２２年１２月アクションプランの閣議決定、

平成２４年通常国会に法案を提出しましたけれども、

この法案は成立しておりません。平成２６年度の権

限移譲を目指していましたが、今のところ法案の提

出は有効性を見ておりません。平成２３年５月国の

出先機関の対象絞り込みを発表し、経済産業局、地

方整備局、地方環境事務所の３機関の出先移譲につ

いて、国と協議をする旨を発表しております。平成

２４年３月第６回アクションプラン推進委員会が、

内閣府が国の出先機関の事務権限のブロック単位で

の移譲に係る制度を提示し、平成２４年４月第７回

アクションプラン推進委員会内閣府は基本構想案を

了承しています。 

 このようにかなり進んでいますが、九州における、

当然ご承知でしょうけども出先機関、７省と１１機

関あります。そして職員は１万２，４５０人、これ

を丸ごと地方公務員にするという考えです。まあ、

１１の機関については省略しますが、このようにか

なり地方分権の中で機構も変わってきております。 

 こういう機構の変わりに対して、市長はどのよう

に考えておりますか、お尋ねします。 

 次に、防災問題についてお尋ねをします。 

 昨年の３月１１日の東日本大震災を受けて、本市

では防災計画の見直しを行っておりますが、本市に

おける防災計画の見直しの進捗状況について、まず

お尋ねします。 

 それから、２番目は内閣府が８月２９日に東海沖

から四国沖の南海トラフ沿いでの巨大地震が発生し

た場合、関東以西の３０都道府県で最大３２万３，

０００人が死亡すると被害想定を発表しました。 

 それによると、本市においては津波が４メーター

と記載されています。その４メーターの記載によっ

て計画との整合性の問題、４メーターのかぶる市内

におけるどのくらいの面積の範囲が受けるのか、そ

れをお尋ねします。 

 次に、農業問題について質問いたします。 

 農業社会の高齢化や過疎化について農村人口の減

少が続く中、地域農業を将来にわたってどう継承し

ていくか、また、農村で地域農業を将来にわたって

どのように社会を維持していくか、全国的な社会問

題としてクローズアップをされています。 

 こうした中、政府の政策ではこれらの地域農業の

再生に向け、農業者個別補償制度を平成２３年度か

ら本格的に実施しております。今年度は新たに地域

農業の担い手を確保し、そういう人たちに農地を集

積する「人・農地プラン」を地域に合わせて作成す

るようにしております。そこで、本市における「人・

農地プラン」の作成状況がどうなっているかお尋ね

します。 

 次に、農地バンク制度についてお尋ねします。現

在、農業委員会では農地の遊休地の防止と有効利用

を図るため、農地バンク制度を推進していますが、

その内容と登録状況、活用状況についてお尋ねしま

す。 

 これで、第１回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、私からは政治姿

勢についてお答えをいたします。 

 国と地方の役割分担を明確にするとともに、地方

でできることは地方に任せる、こういうことを基本

にして基礎自治体中心の地方分権社会の構築が急務

になっているという、そういう現在におきまして、

九州市長会では本年５月に九州における道州制のあ

り方についてまとめをいたしました。そして「九州

府構想推進計画」というものをつくりまして、九州

市長会として承認したところであります。 

 それからまた、九州地方知事会が設立を目指して

おりますのは、九州広域行政機構についてでござい

ます。現在の国の出先機関の事務、権限、人員、財

源等をより身近な地方に丸ごと移譲させようという

ことで、そうすることによって、住民の意思をこれ

まで以上に反映させようという考え方でございます。

いずれにいたしましても、地域主権を実現させよう

とする方向は同じであると思いますので、やはり私

ども地方自治体としては歓迎すべきであろうと思い

ます。 

 しかしながら、この九州市長会と九州知事会にお

いては大きな差があります。九州市長会としては単
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位を市にしようと、知事会は単位を県を置いておこ

うという、そこの差があります。 

 そういう面では、この市長会の主張においては、

大きな市はそれで対応できますけれども、我々のよ

うな人口２万４，０００人の市が、このままの規模

で全ての権限を移譲して、これはやっていけるわけ

ではありません。それと同時に、市民の人々がどう

考えるかということも考えなければならんと思いま

す。そういう面では日本全体の流れとしては分権と

いうことでそう言っている。 

 そういうことでありますので、我々豊後高田とし

ては、できるだけこれに対応できる体力をやはりつ

けておかなくてはならんだろう、そういう面でこう

した基礎自治体としての体力をつけるために、皆さ

んと一緒になって頑張ると、これを主眼にいたした

いと思いますけれども。 

 また、もう一つは、もし九州市長会のいう「九州

府構想」そういうふうになりますと、合併するか、

もしくは合併しなくても近所と何かの連携をするか、

そういうようなことも考えなくてはなりませんので、

これは今すぐできるということではなくって、全体

的にはいろんなものをこれから検討し、我々小さな

ところがどういうふうに対応するか、また、全体と

してもどう対応するか、一つの問題としては大きな

災害があったとき、九州全体災害があったときにど

う対応するのかという、いろんな国がそれに対応し

なくていいのかという、大きないろんな問題があり

ますので、これからもまだまだ議論をし、検討して

いくことだろうと思いますし、我々としても大いに

それに対処する準備をしておかなくてはならない、

そう思っておるところでございます。その他の質問

につきましては、担当課長に答弁させます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  それでは、私のほうか

らは防災対策についてお答えをいたします。 

 本市の地域防災計画につきましては、本年の６月

に見直しを行いまして、今回変更しました指定避難

所等の表示につきましては、チラシを７月１日の自

治会文書のほうで全戸へ配布したところでございま

す。 

 今後は必要なハード面の整備を行うとともに、地

域の防災力を高めるために先ほど明石議員にもご答

弁申し上げましたけれども、防災士の養成をするた

めの研修会の開催や地域での防災訓練を行うなどの

ソフト事業にも取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 次に、本年８月末に国から出されました南海トラ

フの巨大地震による津波高浸水域についての第２次

報告を受けまして、これに対する対策についてお答

えいたします。今回、本市における最大津波高は４

メートル、津波による浸水域の総面積は、深さ１セ

ンチ以上で０．３平方キロメートル、深さ１メーター

以上では０．１平方キロメートルと表示されたとこ

ろであります。今回公表されました想定は、津波最

大到達点について詳細なデータが公表されていない

ことから、今後、大分県では、より詳しい県内の地

形データを用いた調査を行いまして、秋には公表す

ることとされております。 

 本市の対策といたしましては、今後、県から出さ

れますデータを活用いたしまして、新たなハザード

マップの作成などを行いまして、引き続き防災対策

に努めてまいりたいと考えております。 

 また、被害想定につきましても、今回は大分県全

体の推移ということで、詳細な情報が示されていな

い状況でありますが、今回の想定におきましても、

早目の避難の有効性について高く示されております

ので、本市の中で最大津波高よりも海抜の低い市内

の沿岸部を中心に、自主防災組織を活用して、訓練

等を重点的に行ってまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  農林振興課長、井上晃一君。 

○市参事兼農林振興課長（井上晃一君）  それでは、

農業問題のご質問のうち、本市における「人・農地

プラン」の策定状況についてお答えいたします。「人・

農地プラン」につきましては、国が定めた我が国の

食と農林漁業再生のための基本方針、行動計画によ

り持続的で力強い農業の実現のために、基幹的農業

従事者の確保と、担い手を中心とした経営規模の拡

大を加速する手段として集落の話し合いを通じた合

意形成による将来の集落のプランを作成するもので

ございます。また、「人・農地プラン」は、策定に伴

う支援策として、今後集落の中心となる担い手に農

地を集積する農家に対しての農地集積協力金や、原

則４５歳未満で独立自営就農する新規就農者に対す

る青年就農給付金等の交付金が支給される支援制度

がございます。 

 本市の「人・農地プラン」の策定状況であります

が、本年６月、地域の「人・農地プラン」策定に向

けた集落への支援等を行うため、市及び大分県北部
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振興局、ＪＡ大分豊後高田事業部の実務担当者を構

成員とした「人・農地プラン」策定推進班を設置を

いたしまして、地域のプラン策定に向けた推進体制

を整備したところでございます。また、集落におけ

る「人・農地プラン」の取り組みにつきましては、

市内各集落に先駆け、草地地区の畑、本村、古城、

長添集落を「人・農地プラン」策定重点集落として

位置づけ、プラン策定に向けて集落代表者との協議

や対象農家への説明会、また各農家を対象にしたア

ンケート調査を実施をいたしました。現在、プラン

の原案の策定中でありますが、９月末を目標に、畑、

本村、古城、長添集落の「人・農地プラン」決定に

向けて作業を進めております。今後のプランの作成

につきましては草地地区のプランをモデルに、香々

地、真玉、高田地区の集落営農組織への具体的な説

明会を開催いたしまして、農地集積協力金や青年就

農給付金などの支援策が活用できるように、関係す

る農家の皆さんや関係機関とも連携をいたしまして、

地域農業の指針となるよう推進してまいりたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  農業委員会事務局長、大力

雅昭君。 

○農業委員会事務局長（大力雅昭君）  土谷議員の

農業問題のうちの農地バンク制度についてご質問に

お答えしたいと思います。この農地バンク制度は、

遊休農地の解消と未然防止を図り、農地の有効活用

による農業振興と地域の活性化を図る目的で、農業

委員会が平成２３年６月より運用を開始した制度で

あります。この制度では農業委員会が、現在耕作し

ていない農地や今後耕作しなくなる農地を農地バン

ク台帳に登録をしてもらい、登録された農地や利用

希望者の情報を管理することにより、貸し手や借り

手、また売り手や買い手の橋渡しをスムーズに行え

るよう、新たな制度として開設したものでございま

す。また、本制度を活用することによって、本市の

定住施策であります定住分野においても、本市に定

住し、農業を希望する新規就農者の方々への情報提

供や空き家バンクと一体となった農地情報の提供に

より、Ｕ・Ｊ・Ｉターン者への定住情報を総合的に

提供できる制度となっております。 

 平成２３年６月の運用開始から平成２４年８月末

現在まで、登録された農家数は３５戸となっており、

登録筆数では１０３筆、面積では１４ヘクタールを

超える農地が登録をされております。また、登録農

家数１２戸分の農地約６．１ヘクタールが農業生産

法人を含む利用希望者１１名の方々に権利の移動が

行われているところでございます。このうち利用希

望者７名につきましては、経営規模の拡大を目的と

した認定農業者や農業後継者への所有権が移転をさ

れています。また、利用契約が成立した農家の中に

は、被災地よりＩターンをされ、本市で農業を始め

た新規就農者への権利移動も含まれており、本市の

定住対策の推進にもつながっています。 

 このように、農地バンク制度は遊休農地の解消や

農地の有効利用を目的として開始した制度ですが、

現在、新たに豊後高田市に定住して農業を行いたい

と考えている皆さん方にも空き家バンクと一体となっ

た農地情報の提供も行っているところでございます。

市民の皆様には、今後さらなる登録をお願いすると

ともに、その活用方法につきまして、市報及びケー

ブルテレビ、さらには市のホームページ等で広くＰ

Ｒしてきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君）  道州制の問題と九州機構

の問題なんですけれども、道州制の問題も九州市長

会の会長は大分の釘宮市長、また、九州地方知事会

の会長は広瀬知事と、大分県の中で２つのポジショ

ンを持っているというような状況にあります。そし

て、相反する部分もあるということですけれども、

広瀬知事の説明の中には、九州機構のこの問題は一

つの過程であり、やはり最終的には基礎自治体と国

になるのか道州制になるのかわからないけれどもと

いうような話をなさっているようでございます。 

 その中で、先ほどちょっと市長の回答の中にあり

ましたけれども、権限の受け皿になり得る人口規模

の自治体を私どもは２０万から３０万ぐらいの都市

だろうというふうに考えておりますけれども、この

九州市長会の中でも、権限を単独で受けることが困

難な基礎自治体は、合併によらずに広域連携による

権限の受け皿を形成することを第一に考えていくべ

きだろうというふうに言っておりますし、そうする

と、２段階制になるんじゃないか。例えば、豊前市

から中津、ずっとひっくるめたのを入れて、国東ま

で入れた広域行政の中に地域コミュニティーとして

の豊後高田市があるのか。そういう構想をどうも描

いているように聞いたんですけど。ただそういうの

が先の話だっていうことで考えられるのも１つの見

識であろうと思うんですけれども、法案は通ってい
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ないんですけど、閣議決定はかなりしております。

今の政権が安全で安定だとは私も思っておりません。

しかし、やはり研究し勉強していく部分があるんじゃ

なかろうかなと思っております。これは避けて通れ

ないんだろうと思っておりますので、この部分につ

いては、地域主権改革に対する要望をさせていただ

きます。 

 国と地方の役割分担を明確にすることが必要です。

それから、基礎自治体の優先、基礎自治体優先の原

則を貫くことだと思います。それから、なるべく国

の関与をなくしていく。中央集権から地方分権の、

地域主権の方向は、国の関与をなくしていくことが

大事だと思います。それから、何よりも重要なのは

財源の明確な移譲なんです。この、先ほど市長の答

えられた、４月に出されている九州市長会のこの中

には、明確に、財源の移譲、税金のとり方まで書い

ております。どの部分はどこが取るんだという１つ

のあれを出しております。 

 道州制のモデルとしての九州については、これは

私自身が提言としては４つにとどめておきたいと思

います。このように、明らかに、もう目の前に来て

おります。広域機構の受け皿については、近畿と九

州と沖縄が手を挙げているんです、全国で。道州制

で明確に出しているのは九州知事会が明確なプラン

を出しております。その中でやはりどう考えていく

かということは、必要なことではないかと思います。

ぜひこれは検討していただいて、来る、こういう方

向についての対応を考えていただきたいと思ってお

ります。 

 それから、本市の防災の問題についてでございま

す。内閣府の出した８月２９日の３２万３，０００

人の死亡ということについて、甘過ぎるということ

で「週刊現代」の９月１５日号には、被害者が３５

０万人、大阪市、名古屋市が消えてなくなるだろう

と。これは立派な学者が立命館大学歴史都市防災研

究センターの高橋 学教授、また、東北大学災害科

学国際研究所の今村文彦教授等々が名前を入れて数

字を出しております。 

 何を言いたいかというと、この３２万３，０００

人の内閣府が出したこの資料にも基づいて、対応し

ている自治体も結構多いんです。先ほどお伺いした

ら、県の資料に基づいて対応を考えたいということ

でしたけれども、なるべく早目に、いつくるかわか

らない災害ですので、やっていただきたい。４メー

ターというのはかなりちょっと厳しいんじゃないか

なと思っております。 

 農業問題についてですが、「人と農地プラン」につ

いて、すでに草地地区の畑、本村、古城、長添等々

で作成に着手しているということです。県下でも具

体的な作成件数も少ないようであります。少ないん

ですね、まだ。この「人・農地プラン」は、地域の

将来の方向性を決めるものでありますので、より多

くの地域でより早く作成するよう要望いたします。

そして、農地バンクについてですが、今後、登録状

況や活用状況などの情報を市民にＰＲして、荒廃地

解消対策として活用すべきだと思いますが、今後の

見通しについてお尋ねします。 

○議長（河野正春君）  農業委員会事務局長、大力

雅昭君。 

○農業委員会事務局長（大力雅昭君）  土谷議員の、

農地バンク制度についての再質問にお答えします。

今後の活用についてでございますが、先ほどご答弁

いたしましたとおり、Ｕ・Ｊ・Ｉターン者で農業を

行うという方のために、今後県が提供を予定してお

ります新規就農支援システムへの掲載や、市のホー

ムページを活用し、農地バンクと一体となった情報

提供を行い、定住促進対策の１つとして取り組みた

いと考えております。 

 また、荒廃地の解消ですが、農業委員会が実施を

しております農地パトロールで確認をした荒廃農地

や耕作放棄地への指導を行う際に、単に草刈りなど

の保全管理をお願いするだけでなく、この農地バン

ク制度の利用についての説明や登録を推進していき

たいと考えております。 

 また、市民の皆様方へのＰＲについてでございま

すが、本年度は６月の市報並びに５月から７月まで

のケーブルテレビでの広報、また自治委員会での説

明などを行ってきました。今後も引き続きケーブル

テレビや、またケーブルテレビのデータ放送などを

利用した広報を行うとともに、市のホームページの

活用により、市外へのＰＲにも力を入れていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

（○１０番（土谷 力君）  終わります。） 

○議長（河野正春君）  一般質問を続けます。 

１４番、北崎安行君。 

○１４番（北崎安行君）  １４番、新友会の北崎安

行であります。先ほど、私どもの会派の山田議員が

小中一貫校の関係でメリット・デメリットはどのよ

うに考えているかということで私の通告書で通告を
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しておりますが、先ほどの答弁で了として取り下げ

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、３項目６点について質問をいたします。ま

ず教育問題ですが、現在、全国的に問題になってい

ますいじめ問題ですが、決して対岸の火事ではない

と思われております。けんかといじめというのは非

常に線引きというのが難しいというふうに思ってお

ります。現在の発生状況の有無、この分は提出資料

の中に記載をされておりますが、市民の皆さん方に

発生数をお知らせいただければというふうに考えて

おります。 

 次に、２項目めの定住対策についてお尋ねをいた

します。第１には、工業団地の従業員に対してアン

ケート調査をしておるようですが、集計結果はどの

ようになっているのかお尋ねいたします。 

 第２に、本市も婚活事業、就職活動、それから子

育て支援、高齢者福祉、宅地分譲とあらゆる施策を

行って定住促進を図っているところですが、私は、

定住促進という第１の即効性のあるものは、雇用の

場が最大の即効薬だというふうに考えております。

この問題は非常に難しい問題だと思いますが、さき

に挙げた施策を行いながら、どのような事項が考え

られるかお尋ねをいたします。 

 次に、国際化についてお尋ねをいたします。現在、

南シナ海の緊張問題、それから杵築のタクシー事件

等いろいろと起きておりますが、本市も国際化の波

は着実に進んでいると思われます。中国、フィリピ

ン、ベトナムと、外国人の研修制度で約推定ではあ

りますが２００人から３００人が在住しているよう

です。このような人たちは、あくまでも技術研修目

的であり、観光は余りしないようですが、こうして

各国の人が訪れるということは国際化の波が押し寄

せてきているということになると思います。このよ

うな中で、大分市は武漢と友好都市条約を締結して

いますが、人口的には大分市は４０万強あるわけで

すが、豊後高田は２万数千人で、人口の格差の規模

の問題があるとは思いますが、本市に合った都市と

の姉妹都市なり友好都市の締結を行い、昭和の町の

交流人口の増加の一助になればと考えておりますが、

いかがでしょうか。 

 次に、第３項目めですが、市の遊休施設の活用に

ついてお尋ねいたします。これは私の１つの提案で

すが、廃校のグラウンドを太陽光発電用に公募して

はどうかというふうに考えておりますが、いかがで

しょうか。また、廃校の教室の有効活用をするため

に、国内旅行者、外国人旅行者などの宿泊施設に利

用してはと思いますが、この部分というのはスパラ

ンド真玉だったりヴィラも宿泊施設としてはあるわ

けですが、低価格でインターネットあたりで告知し

て集客に努めてはという、あくまでもこれは私案で

はありますが、廃校をそのままにしておくと地域は

疲弊をするばかりであります。何かいい一助があれ

ばというふうに考えておりますが、いかがでしょう

か。これで１回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私からは、定住対策におけ

る雇用の場の確保についてお答えをいたします。北

崎議員のご指摘のように、生活ができる基盤や環境

が豊後高田市になければ、だれも住もうと思わない、

私もそう考えます。定住促進を進めていくには雇用

の創出が最大の定住対策であると認識を持っており

ます。これまでにおきましても、企業誘致の促進が

雇用の増大と産業活性化に大きな効果があるという

ことから、就任以来積極的に進めてまいったところ

でございます。その結果、ここ十数年の間に、大分

北部中核工業団地に１４社、市内に４社でありまし

たけれども、今月１社また進出しまして５社、全部

で１９社が立地しております。この実績は多分県内

で大分、中津に次ぐものではないかと考えておりま

す。そしてまた、増設等で規模を拡大した企業を合

わせますと２４社ぐらいで、２，０００人ぐらいの

雇用の受け皿となっているのではないかと思ってい

ます。今後もこの企業誘致については積極的に行っ

ていきたいと思っておりますし、それと同時に、大

学卒の雇用をどうするかという大きな問題がありま

す。そういう面でも積極的に進めていきたいと思っ

ているところでございます。 

 また、農業分野でも、先ほども課長から話があり

ましたように、新規就農対策として本市に住んで農

業をしてもらう、そういう面で空き家バンクや農地

バンクをセットで紹介するとか、それからまた農業

の未経験者に対しては先進農家に研修の受け入れを

お願いして、自立へ支援を行ってもらうということ

で、先般も、議員も含めて１７名の方々に受け入れ

農家になっていただいて、そういうふうにして未農

業者に対するこの豊後高田に住んでもらおうという

気持ちでございます。 

 さらには、事務系の雇用の受け皿としまして、新

しくでき上がります市立図書館、これにつきまして

も指定管理者に職員の雇用については地元で採用す
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るようにと、そういうこともやっております。また、

若い方に帰ってもらえるという、そういうようなま

ちづくりをしなきゃならんということで、商工会議

所やまちづくり会社も、もちろんのことであります

けれども、市内の各企業者に対しましても、何とか

そういう大卒とか、そういうような豊後高田出身の

若者を雇用するようにお願いをしているところでご

ざいます。 

 定住対策として今最も取り組まなきゃならない課

題というのは、後ほどまたアンケート調査の結果も

ご説明しますけれども、市外から市内の企業に勤め

ている方をいかにして本市に住んでいただくかと、

これが大きな課題だと思っております。特に、大分

北部中核工業団地の企業では、従業員の皆さんもちょ

うど結婚適齢期であります。何とかしてこの時期に

結婚してもらって高田に住んでもらわなければ、も

うこの人たちは高田に住むことはありません。そう

いう面で、婚活事業もやっておりますし、そういう

面では、皆さん方にもそのお世話人になっていただ

いて、何とかして結婚して高田に住んでもらうとい

うことを市民全員でやらなければなかなか難しいと。

なかなか、結婚をした人たちは２０組以上あります

けれども、ただ、お世話人でお世話をしていただい

たという、第１号がまだ出ていないと、そういう状

況でもございます。そういう面では、どうかしてこ

の若い人を結婚させて高田に住む。それと同時に、

まだ言えば、中津、宇佐のベットタウンになっても

いいんだと思います。そういう面で、中津、宇佐、

大分に通える場所に住宅団地をつくればまたそうい

うことになりますし、そういう面では、皆さんと一

緒になって、市というのは体力がなければ、先ほど

の土谷議員の話でもそうですけど、何としてでも自

分たちで生活できる、交付金で生活できるんじゃな

くて税収でできるようになれば何とでもできるわけ

でありますから、そういう面で鋭意努力させていた

だきたいと思います。 

 その他の質問につきましては、教育長及び担当課

長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  議員ご指摘のいじめ問題

につきましては、決して我々も対岸の火事というふ

うに考えておりませんし、まさに自分たちの問題と

して重く受けとめているところでございます。発生

件数につきましては、これからも必要に応じまして

関係者に知らせていきたいと考えておりますので、

何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  企画情報課長、佐藤之則君。 

○企画情報課長（佐藤之則君）  定住対策における

工業団地従業員アンケートの集計結果についてお答

えいたします。このアンケートにつきましては、昨

年１２月からことしの２月にかけて、中核工業団地

の誘致企業１３社を対象に実施いたしました。まず、

回答をいただいた方の内訳でございますが、市内在

住者５０７人、市外在住者５００人の計１，００７

人から回答をいただきまして、年齢につきましては

１０代がそのうちの３パーセント、２０代が３８パー

セント、３０代が３５パーセント、４０代以上が２

４パーセントで、性別的には男性が７４パーセント、

女性が２６パーセントでございました。そして居住

地につきましては市内が５０パーセント、宇佐市が

３０パーセント、中津市が６パーセント、その他が

１４パーセントとなっております。住居に関しまし

ては、すでにマイホームを持っている方が１５パー

セント、実家からの通勤者が４０パーセント、借家

が４２パーセントという状況でした。この結果を分

析してみますと、４０代未満の若い方が７０パーセ

ントを超えておりまして、まだマイホームを持って

いないという方が八十数パーセントございますので、

多くの方が今後豊後高田に定住していただける、定

住に結びついていただけるという可能性があるとい

うふうに言えると思っております。 

 次に、調査の中身についてでございますが、現在

の場所に住んでいる理由としては、実家があるから

という理由が６０パーセントで圧倒的に多うござい

まして、次に、会社の紹介、ショッピングセンター

など買い物が便利、友人が多く住んでいるからなど

と続いております。また、どんな定住対策があれば

本市に住んでもよいと思うかという質問に対しまし

ては、ファーストフード、カラオケ、そういった娯

楽施設の誘致、それから医療体制の充実、住宅取得

の助成、転入奨励金、分譲宅地の整備、公営住宅や

図書館等の公共施設の充実といった項目の割合が高

いという結果となっております。こういったニーズ

を受けまして、現在のところ、婚活、住宅関係の助

成、宅地施策などさまざまな施策を講じているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  地域・文化推進室長、藤重

深雪君。 
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○企画情報課地域・文化推進室長（藤重深雪君）  議

員ご質問の定住対策のうち、国際化時代に伴い、姉

妹都市や友好都市の計画についてお答えいたします。

近年、さまざまな分野においてグローバル化が進展

し、急速に国際化が進んでおります。このような中

で、市といたしましても、外国との友好都市の提携

は、諸外国との友好や親善を通した市民文化の向上

と異文化への関心を深める意義あるものと捉えてお

ります。また、観光による交流人口の増加にも効果

があると思っております。しかしながら、本市は人

口約２万４，０００人と小さな市でございますので、

まずは市民が異文化に対して正しい理解を深め、外

国人に対する尊重と友好の気持ちを養うための市民

国際化の推進に努めてまいりたいと考えております。

その取り組みをこれまで以上に実施するために、本

年度から私ども地域・文化推進室が設置されており

ます。 

 具体的な取り組みといたしまして、立命館アジア

太平洋大学の留学生に講師をお願いいたしておりま

すワールドクッキング教室や子供たちに豊後高田市

の民話を英語で読み聞かせを行う教室などを積極的

に開催しているところでございます。 

 また、交流人口につきましては、現在大分県や別

府市を含む県北８市町村で構成いたしております北

部地域観光圏協議会との広域連携の取り組みにより

まして、東アジアからの受け入れ体制の構築を図り

まして、誘客促進に努めているところでございます。

具体的な外国との友好都市提携につきましては、今

後市民の国際化や外国からの交流人口が増加するな

ど、環境が整った時期に相手国などを検討してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  財政課長、甲斐智光君。 

○財政課長（甲斐智光君）  遊休施設の活用につい

てお答えします。まず、市有地の有効活用で、廃校

のグラウンドを太陽光発電用に公募してはどうかと

いうご質問についてお答えします。太陽光発電で、

最近よく耳にしますメガソーラーと言われる１メガ

ワットの発電容量を持つ太陽光発電設備は、一般的

には２ヘクタール程度のまとまった土地が必要と言

われております。現在、廃校のグラウンドといたし

ましては、旧真玉小学校、旧上真玉小学校、旧三重

小学校がございますが、旧真玉小学校と旧三重小学

校につきましては、グラウンドゴルフなど地域の方々

の利用に供しているところでございます。どのグラ

ウンドもメガソーラー用地としては面積が少な過ぎ

ますし、どのグラウンドも現時点では太陽光発電用

として公募することが難しいかなと考えております。 

 しかしながら、太陽光パネルなどの性能も年々よ

くなってきておりますし、今後、この規模で採算が

とれ、太陽光発電用としてこれらの土地が活用でき

るといったお話が出てまいりましたら、地域の方々

や関係者と協議する中で検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、廃校の教室を外国人用の宿泊施設に利用し

てはどうかというご質問についてお答えします。議

員より、廃校教室の活用についての先ほど具体的な

ご提案をいただきましたが、遊休財産の有効活用に

つきましては、議員が言われるようにあらゆる角度

から検討することが必要であると考えております。

現在、廃校教室の利用としましては、旧真玉小学校

が大丸興業さんと、それから地元の陶芸教室に貸し

付けております。また、旧上真玉小学校は大変老朽

化が著しいこともあり、一応市の倉庫として利用し

ております。旧三重小学校につきましては、現時点

では具体的な活用は決まっておりませんが、今後も

地元の方々と相談して、有効活用について検討して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  北崎安行君。 

○１４番（北崎安行君）  時間もちょっと下がって

おりますが、２点だけ再質問なり要望したいと思い

ます。 

 市長、先ほどのアンケート結果の数字から見ると、

やはりこの際、豊後高田にどう住んでもらうかとい

うのが一番私は手っ取り早い方策だと思います。そ

れで、犬田の分譲団地、それから城台等々あるわけ

ですが、やはり外から通っている職員の方、従業員

の方をいかに取り込むかということが非常に、先ほ

どからるる出ておりましたが、交付税に対しても大

きく貢献をするというふうに思います。余り格段に

差をつけて地区外の方にお譲りをするというのも市

民に対しての整合性の問題も発生してくると、均衡

性の問題も発生してくると思いますが、やはり政治

的に判断をして、ぜひ豊後高田に住んでもらいたい。

そうすることによって３万人構想にも一歩でも近づ

くんではないかというふうに思っておりますので、

１２月に予算編成になるわけですが、その時にはぜ

ひとも市長の英断でそういう方向に決まればという

ふうに思っておりますので、これは市長に要望とし
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てお聞きをいただきたいと思います。 

 次に、教育問題ですが、いじめが昨今非常にセン

セーショナルに報じられております。先般の新聞に

も、年間に若い子供たち３００人がみずから命を絶っ

たと、要するに、いじめの問題で自殺をしていくと

いう、この少子化の時代にそれだけの子供が、本人

にすれば大問題なんでしょうけれども、やはり学校

というのは構造上、閉鎖的な部分が非常に私はある

んじゃないかと。同年代の子供たちが１カ所に集まっ

て、やはり教育上、交流の場が非常に少ない。そう

いうことで、みずからが命を断つなんてことの問題

が発生しないよう万全を期していただきたい。今、

警察の力をかりて学校が解決しようとしている部分

が多々見られますが、保護者なり子供たちは、大変

教育長には悪いんですけれども、学校を信用してな

い、教育委員会を信用してないというふうに私は思っ

ています。というのが、先生に相談するけど、今度

いじめられた子は後の仕返しが怖いとか、やっぱり

真実を告白できないというのが一番の私は問題だと

いうふうに思っております。だから、それは逃避的

な解決方法かもわかりませんが、どうしても学校に

行きたくない、いじめで学校に行きたくないといっ

たら、登校しなくてもいいんだよとか、やっぱり他

校に移ってもいいんだよとかいうやはり枠を設けて

やらないと、子供たちはその壁からなかなか脱し得

ないというふうに思います。我々の小さい時代とい

うのはいじめなんていうのは日常茶飯事だったよう

な気がしますけれども、時間とともに過去の思い出

になって、それも淡い思い出になると思いますが、

本市におきましてもそういうことで、最大の努力を

していただきたい。 

 それと、１つお願いがあるんですが、学校に詳し

い方もたくさんおられますが、どうも学校の中が情

報を共通認識をしてない部分があるんじゃないか。

大規模校、小規模校によって職員、先生方の数が違

いますが、どうもそこら辺が共通の情報が行き来を

してないんじゃないかというふうに見受けられます

ので、そこら辺を含めて教育長、今後の学校運営に

対して、特に、子供たちがみずから命を絶つという

ことの事案の発生しないように、どう先生方を指導

し、学校の運営をスムーズにやっていくように考え

られておるのか、今の時点でのお考えを、再度お尋

ねをしたいと思います。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  議員、ご指摘のように学

校が、やっぱりもっともっと開かれなければならな

い、そして学校そのものが閉鎖的でなくて、多くの

市民の皆さん、地域の皆さんがいつも守ってくれて

いる、そういう状態でなければならないということ

も強く感じております。 

 そこで、私どもといたしましては、やっぱりいじ

めを早期に見抜く、そして早期に対応できるそうい

う教職員の質的な向上ということに心がけて、現在、

いろいろな取り組みを進めているところであります。 

 いじめ自殺という言葉が言われるような、そんな

状況の社会でありますけれども、こういうことが今

後、本当に根絶されるように最大の努力をしていき

たいと、そういうふうに思っておりますから、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

（○１４番（北崎安行君）  終わります。） 

○議長（河野正春君）  しばらく休憩します。午後

１時２０分に再開をいたします。 

午後 ０時２０分 休憩 

午後 １時２０分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を続けます。 

１番、土谷信也君。 

○１番（土谷信也君）  １番、土谷信也でございま

す。通告に基づき一般質問を行ないます。 

 今回は、本市の防災対策と学校における防災の２

点について質問をします。 

 防災対策については、さきに明石議員と土谷 力

議員が質問され、質問が重複するところもあると思

いますが、違った観点からの答弁がありましたらお

願いをします。 

 東海沖から四国沖の南海トラフ沿いで、巨大地震

が発生した場合の被害想定は土谷 力議員の質問の

とおりでありますが、大分県では最大で死者約１万

７，０００人、最悪のケースでは県内だけでも東日

本大震災の死者数約１万８，７００人に匹敵するお

それがあるが、早目に避難行動をとった場合は、犠

牲者数は２パーセント以下の約３００人にとどまる

と言っています。 

 県内の防災行政関係者は想定を冷静に受けとめ、

引き続き防災意識の向上と避難場所の確保を進めて

いくと、避難を重視したソフト・ハード対策に努め

る方針を発表しました。豊後高田市では最大津波高

が４メートルと予想しているが、県では新たに被害

想定部会を設け、より詳しい調査結果をもとにハザー
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ドマップ作成や、地域防災計画の見直しに役立てた

いと言っています。 

 大地震がもたらす災害もさることながら、県下で

は６月から７月にかけて梅雨前線の停滞に伴う豪雨

は日田市、中津市、竹田市を初め、各地で甚大な被

害をもたらしました。身近な地域で起きた大雨によ

る被害を目の当たりにし、災害に対する恐ろしさを

改めて認識したところでございます。被害に遭われ

ました皆さまに対しまして、心からお見舞いを申し

上げますとともに、一日も早い復旧と復興を祈ると

ころでございます。 

 本市におきましては、今回の豪雨で大きな被害が

なかったことは本当に幸いなことでありましたが、

災害はいつどこで起きるか全く予測はつきません。

もし、本市がこうした災害に見舞われた場合に、そ

の対策の基本となるのは防災計画であると思います。 

 そこで１点目の質問は、本年６月に見直しを行な

いました防災計画の概要についてお聞きをします。

特に、今回の改正で重点を置いた点について説明を

お願いします。 

 次に、今回の豪雨災害時の事例として、地域の自

治会長さんの機転により、いち早い非難が行なわれ、

その結果、地元住民はもとより災害時に弱いとされ

ている、体の不自由な方や高齢者など、いわゆる災

害時要援護者などへの人的被害を未然に防いだとい

う事例が報告されています。 

 これは、市からの伝達手段であるハード面の問題

と、自主防災組織の活性化といったソフト面での２

つの課題が示されたものと思います。 

 そこで２点目の質問は、今回の豪雨災害時におけ

る本市の対応と、今後の自主防災組織の育成などの

対策について、どのように考えるかお聞きをします。 

 ３点目の防災士の養成につきましては、さきにあ

りましたので取り下げさせていただきます。 

 次に、市内の公立小中学校の防災について質問を

します。 

 １点目の、学校施設の非構造部材の耐震化につい

ても、明石議員の質問がありましたので答弁は要り

ませんが、非構造部材そのものが凶器と化すという

ことでありますので、しっかり点検をしていただき

たいと思います。 

 昨年の東日本大震災において、甚大な被害を受け

ました東北地方では、今現在も復旧作業が続いてお

ります。一日も早い復興を願っているところであり

ます。このような自然災害が、いつどこで起きるか

わかりません。岩手県釜石市では、独自の防災教育

が功を奏し、市内の小中学生のほぼ全員が無事に避

難することができたと、大きく注目をされています。

釜石の奇跡としてテレビや新聞でも報道されました。 

 釜石市の防災教育では、津波防災対策の３原則と

して「想定にとらわれるな、最善を尽くせ、率先し

て非難せよ」と教えています。また、何度も壊滅的

に被害に遭っている三陸地方には、「津波てんでんこ」

という言葉があります。これは津波の際は、「てんで

んばらばらに逃げる」ということが可能になるよう

な家族のきずなと信頼をつくること、子供の命を守

るだけでなく地域に防災文化が根づき、避難する人

たちの人間関係づくりにつながることを私たちに教

えてくれました。みずから行動できる対応力を高め

る防災教育が大事であり、このことは津波以外の災

害にも通じると思っております。 

 最初に申しましたような、県下の豪雨災害いつど

こで起きるかわかりません。各学校においては地域

や児童生徒の実態に則した防災計画の見直しや、災

害対策マニュアルを作成し、さまざまな災害に対応

した訓練などが大切だと思っておりますが、本市の

小中学校の取り組みの状況をお聞かせください。 

 最後に、防災道徳についてでありますが、突然の

災害に直面したとき、パニック状態になることを少

しでも押さえ、自分で自分の命を守るために、非常

時にみずから考え行動する力を養うことが大事です。 

 東日本大震災で突きつけられたのは、想定外への

対応でした。災害時はその場その場で判断が求めら

れる、一方的に知識を詰め込むだけではなく、普段

の授業でトレーニングをしておくことが大事である

と、防災道徳の授業を取り入れている地域もありま

すが、本市での取り組みをお聞かせください。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私のほうからは、本市の防

災対策についてお答えをいたします。 

 初めに、今回の豪雨災害では県内に多大な被害を

もたらし、改めて災害の恐ろしさと防災対策の重要

性を認識したところでございます。また、市民の皆

さんから積極的なボランティアへの参加や義援金の

協力をいただきましたことに対しまして、心から敬

意を表しますとともに、温かいご支援に心から感謝

申し上げる次第でございます。 

 さて、地域防災計画見直しについてでございます

が、昨年の東日本大震災を受けまして、本市におき
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ましては大分県計画との整合性を図りながら、本年

の６月に地域防災計画の見直しを行なったところで

ございます。 

 その内容といたしましては、津波想定高の変更に

よる市指定避難所の見直しが中心でありました。津

波想定高につきましては、本年の８月末に国のほう

から南海トラフの巨大地震による津波高、浸水域等

についての第二次報告において、４メートルと公表

されましたが、本市におきましては、それよりも高

い４．６６メートで見直しを行ってきたところであ

ります。計画どおりの高さ数値のまま、今後も各種

防災対策に取り組んでまいりたいと考えております。 

 その他に、災害時に要援護者対策や女性の視点に

立った避難生活環境対策にも重点を置き、一般の避

難所だけでは生活が困難な方々に配慮した、福祉避

難所につきましては、今回の見直しで新たに３カ所

を追加し、計８カ所としたところでございます。今

後も、計画がより実効性のあるものになるように、

引き続き計画内容の検証に努めてまいりたいと思っ

ているところでございます。 

 続きまして、本年７月の豪雨災害を受けての本市

の対策についてでございますが、本市におきまして

は、幸いのことに人的災害もなく、また被害も少な

かったわけでありますが、実は、先般の大分県内の

市長会において、被災された中津、日田、竹田の市

長さんから今回の豪雨に対することをお聞きいたし

ました。 

 お聞きしますと、中津で死者１名出ましたけれど

も、やはり死者が出なかったのは奇跡のようなもの

だとそういうことでございました。これは少しでも

違っていれば多くの死者が出たということで、そう

いう面では、初動対応というものは非常に大事だと

いうことをつくづく感じた次第でございます。 

 そういう面では、現在防災担当を中心に、それぞ

れの課において考えられる課題について早急に検証

するよう指示しているところでございます。今後と

も引き続き、市民の安全・安心を守る対策に努めて

まいりたいと思っております。 

 その他の質問につきましては、教育長並びに担当

課長に答弁させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  土谷議員の小中学校にお

ける防災教育についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、防災計画の見直しや災害対策マニュアルの

作成、避難訓練の実施状況についてでありますが、

これまで市内全ての学校におきまして、学校危機管

理についてのマニュアルを作成し、児童生徒の生命

を守るための安全体制を整え、地震などの自然災害

や火災、不審者等に対応する訓練を実施してきたと

ころであります。 

 さらに、昨年の東日本大震災を受けまして、各学

校の危機管理マニュアルの見直しを行い、津波に対

する避難場所や避難経路を新たに設定し、その中で

市内全学校において津波を想定した避難訓練も実施

してきたところであります。今年度も引き続き、各

学校におきまして想定されるさまざまな災害に対応

した避難訓練を適時行ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、防災道徳についてお答えをいたします。私

たちは子供たちのかけがえのない命を守るという責

務を担っており、全ての教職員が災害等が起きたら

どう対応させるのか、そして、何よりも大切な命を

守ることを最優先させるということを常に考えなが

ら行動しなければならないと考えております。 

 議員ご指摘の岩手県釜石市の「津波てんでんこ」

の事例は、長年防災教育に取り組み、子供たちが自

分で判断し、みずから命を守るという教えの成果が

あらわれたものだと考えております。被災地におけ

る被災者同士のいたわりや、ボランティアの方々の

支援等、心温まる行動がたくさんありました。これ

も被災時における道徳心の醸成が行われた成果であ

り、その行為は世界中からも高く評価をされたとこ

ろであります。 

 本市におきまして、これまでの教職員への危機管

理対応に対する重要性や、児童生徒の防災意識の高

揚を図りながら、自分の命は自分で守るという教え

や、とっさの判断力や行動力を養う防災教育が必要

であると考えております。 

 そのために、防災教育についてのあり方を学ぶ指

導内容や、授業時間の確保が今後の課題となります

が、学校における特別活動や総合的な学習の時間を

初め、道徳授業の中で体験的な活動を取り入れなが

ら、子供たちに対する２１世紀をたくましく生き抜

く力の育成を目指し、安全教育に継続して取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、何とぞよろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  それでは、本市の防災
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対策についてお答えをいたします。 

 ７月の豪雨災害につきましては、今回の本市の対

応を通じ、関係課との連絡体制や早めの対策につい

て改めて確認をしたところでございます。また、９

月３日には大分県で防災担当者を集めた会議が開催

され、九州北部豪雨における防災対策の課題・問題

点の報告が行われたところでございます。 

 その中で、災害時における避難勧告の発令・伝達

方法のあり方などについて報告があり、伝達方法に

つきましては、豪雨時の野外拡声器は聞こえにくかっ

たとの声があった一方で、光ケーブルを活用しての

告知端末は効果を発揮したとの報告がなされたとこ

ろでございます。本市におきましても、告知端末や

ケーブルテレビの活用を主な伝達手段としておりま

すので、緊急時の電源の供給など、今後もその安定

的な運用に向けて対策に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 さらに、携帯電話によります「県民安全・安心メー

ル」や「エリアメール」による効果についても報告

されております。これまで以上に、携帯電話の活用

につきましても周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。また、今回の災害におきまして、コミュニ

ティー活動が盛んな地域での早目の避難行動が、人

的被害を防いだとの報告がなされております。自主

防災組織の重要性を改めて認識したところでござい

ます。 

 本市といたしましても、災害時には何よりも大事

なのが、地域におけるマンパワーだと認識しており

ます。現在、自治会単位を中心に１５２の自主防災

組織が結成されておりますので、今後は連絡体制の

確認や避難訓練を行うとともに、災害時要援護者に

対しましてリストの作成、情報共有に務めるなど、

自主防災組織の機能を高めるソフト事業に力を入れ

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（河野正春君）  土谷信也君。 

○１番（土谷信也君）  防災対策について、再質問

をさせていただきます。 

 防災計画の今回の改正点は、福祉指定避難所を新

たに３カ所追加するなどの指定避難所の見直しが中

心であったとのことですが、幾ら避難所を設置して

も、その避難所までたどり着かなければ何にもなり

ません。そのためにも、各地区の自主防災組織の機

能を高めることは必然であります。市長が言われた

初動対応の重要性の認識、これが減災の基本である

と私も考えます。 

 そのためには防災訓練、避難訓練の繰り返しの実

施が必要なことですが、各地区、地区での実施はも

うされていると思いますが、馴れ合いの中で緊迫感

のない訓練では、身につかないのではないかと思い

ます。私は多くの費用がかかると思いますが、市の

防災訓練マニュアルをしっかり作成し、市全体で一

斉の防災訓練は必要であると考えますが、市当局の

お考えをお聞かせください。 

 次に、学校の防災についてですが、防災対策マニュ

アルの作成や、さまざまな災害に対応した避難訓練

は確実に行っていただいているとのことですので安

心をしています。今後も定期的な実施をお願いいた

します。 

 防災道徳教育でありますが、答弁はいりませんが、

今後の防災教育の参考になればということで聞いて

いただきたいと思います。 

 学校施設の耐震化率全国トップという先進地、静

岡県で静岡大学教育学部の藤井准教授とその研究生

により、昨年度から始まった授業で、藤井准教授が

構想する防災道徳はモラルジレンマと呼ばれる困難

な状況下での、道徳的に難しい判断について児童や

生徒に論議をしてもらい、追い詰められた判断をあ

らかじめ回避する備え、いわゆる「ジレンマ砕き」

について話し合うと言った２段階方式で授業を進め、

子供たちにみずから考え判断する力を養ってもらい

たいと取り組んでいるようです。 

 例えば、東日本大震災の被災地のガソリン不足の

様子を紹介し、我が子の熱が下がらず病院に連れて

いかないと危険などと状況設定を示して、ガソリン

は空、君たちが親ならどうすると質問を投げかけ、

児童は例え犯罪でも子供の命はかえられない。苦し

んでいるのは自分だけではないなどと意見を出し合

い、防災上どんな備えをしておけば、盗むか盗まな

いかの二者択一を避けられるのかを考えるといった

授業内容です。 

 本市でも、このような教育は必要であろうと思い

ますので、ぜひ研究をして実施をしていただきたい

と思います。 

○議長（河野正春君）  総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  それでは、土谷議員の

再質問であります市全体での防災訓練が必要ではな

いかという質問にお答えをいたします。 

 議員申されますように、各地区での訓練に加えま

して、市全体で一斉の防災訓練を行うことは市民の
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防災に対する意識を高めるという意味でも、大変意

義深いものだと考えております。 

 つきましては、今後そういった規模の訓練につき

ましても検討してまいりたいと思いますし、来年度、

大分県が県内２ブロックに分けまして実施しており

ます総合防災訓練が、来年度、本市を含む県北ブロッ

クで開催される予定と聞いておりますので、そういっ

た際には、市民の皆様方にもできるだけ多く参加し

ていただけるように、積極的に呼びかけを行ってま

いりたいと考えておりますのでよろしくお願いしま

す。 

 以上であります。 

（○１番（土谷信也君）  終わります。ありがと

うございました。） 

○議長（河野正春君）  一般質問を続けます。 

６番、松本博彰君。 

○６番（松本博彰君）  議席番号６番の松本博彰で

す。いじめ問題について２点ほどお聞きしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 最近、いじめによる子供の自殺が社会問題になっ

ていますが、いじめによる自殺への対策は大丈夫で

しょうか。教育長はこうしたいじめの問題について

どう感じていますか。本市での、学校におけるいじ

めの現状認識と、いじめ自殺防止の対策はどのよう

になっていますか。また、スクールカウンセラーや

教育相談員の勤務体制についても、あわせてお伺い

いたします。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  松本議員の、いじめ問題

についてのご質問にお答えいたします。 

 議員ご指摘のいじめ自殺の問題につきましては、

先ほど、北崎議員にお答えいたしましたけれども、

本市においても重要な教育課題として重く受けとめ、

根絶に向けての取り組みを進めておりますし、今後

とも、教職員の責務として懸命に取り組む覚悟でご

ざいます。 

 学校におけるいじめの現状につきましては、各学

校から出されました問題行動調査等の結果や学校長

からの報告や相談において、その状況を把握し早急

に解消に向けた取り組みを進めておるところでござ

います。 

 いじめ自殺防止の対策につきましては、今回の事

件を受けまして、文部科学大臣談話をもとに、各学

校に対し、いじめの未然防止や早期発見及び早期解

決、そして、いじめに限らず自殺の未然防止に向け

て、さらなる取り組みの徹底を図るよう指導してき

たところであります。 

 また、いじめ対策の徹底につきまして、大分県教

育長からの緊急メッセージでは、日ごろから危機意

識を持って教育活動に取り組み、学校全体で組織的

取り組みを徹底するよう、本市においても臨時校長

会等を開催いたしまして、取り組みを徹底をしてお

るところであります。 

 特に、いじめを許さない学校・学級づくりを進め

ていくことや、児童生徒の生活の小さな変化を見逃

さないこと、児童生徒や保護者との信頼関係を築く

ことや、校内教育相談体制の充実を図ることを徹底

してまいったところでございます。各学校では、全

教職員参加のもとに校内いじめ対策研修会を実施し、

いじめ根絶に向けて取り組みを進めているところで

あります。 

 また、教育委員会といたしましても、教育相談室

の取り組みを通して、電話や訪問相談活動を実施し

ているところであり、各学校におきまして、児童生

徒や保護者等がいつでも相談できる教育相談体制づ

くりを進めておるところでございます。 

 また、スクールカウンセラーや教育相談員の勤務

体制につきましては、全中学校と小学校の拠点校に

配置いたしましたスクールカウンセラーが、毎週１

回４時間から８時間の相談活動を行っております。 

 また、教育相談員につきましては、教育委員会事

務局に１名常勤をさせ、いじめを初めとした、多様

な相談活動に対応できる支援体制を図っておるとこ

ろでございます。今後も引き続きまして、児童生徒

や保護者に対しての相談活動についての周知を図っ

てまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  松本博彰君。 

○６番（松本博彰君）  教育長、すばらしいご答弁

ありがとうございました。 

 最後にもう一点、お聞きしたいと思います。 

 最後に、いじめはどんな理由があろうとも、決し

て行ってはならないことを徹底的に教えてほしい。

お願いします。教育長名で、保護者や児童生徒向け

に命の尊さのメッセージを配布し、理解を求めたら

どうでしょうか。聞いて終わります。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  松本議員の再質問にお答

え申し上げます。 
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 今の議員からご指摘がありましたように、そうい

う方向で一番実のあるもの、実質的な方法を取りた

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  松本博彰君。 

○６番（松本博彰君）  ありがとうございました。

終わります。 

○議長（河野正春君）  一般質問を続けます。 

２番、近藤紀男君。 

○２番（近藤紀男君）  ２番、近藤紀男でございま

す。通告に基づき一般質問を行います。 

 まず初めに、豪雨災害対策についてでありますが、

これまで他の議員の質問、防災災害対策で質問も答

弁も出尽くした感はありますけども、私なりに質問

をさせていただき、割愛するところは割愛していき

たいというふうに思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

 先ほど、土谷議員の質問でも触れられておりまし

たが、本年７月に発生しました大分県豪雨では、被

害を受けた地域が再び被災するなど、その被害額の

合計は５００億円を超え、市民生活に甚大な被害を

与えております。被災されました皆様に心からお見

舞いを申し上げるところでございます。 

 私も、先月耶馬渓から山国町まで被害状況を見て

まいりましたが、自然の猛威、河川氾濫のすさまじ

さ、その被害の大きさに大変驚きました。気象庁は

ことしの豪雨を「これまでに経験したことのないよ

うな大雨」との表現で警戒を呼びかけておりました

が、近年、こうしたゲリラ豪雨と呼ばれる「局地的

大雨」が増加傾向となっており、１時間に８０ミリ

以上の猛烈な雨が降る頻度は、これまでの観測デー

タの分析によりますと、２０年前の１．６倍に及ん

でいるとされております。 

 また、この大分県は地形的にも局地的大雨、集中

豪雨が発生しやすい地域であるとも言われておりま

すし、本市におきましても、今回の豪雨を教訓にし

て突然襲ってくる災害に対し、市民の命と暮らしを

守るための備え、万全の対策が求められていると思

います。そこで、何点かお尋ねしたいと思います。 

 先ほど、市長のご答弁でも述べられておりました

ように、本市においては人的被害もなく、その他の

被害も少なかったと述べられておりましたが、本市

における被害状況はどんなものがあったのか、お尋

ねしたいと思います。 

 ２点目でありますが、災害時の要援護者台帳並び

に災害弱者の避難支援につきましては、これまで明

石議員と他の議員の質問にありましたので割愛をい

たします。 

 ３点目は、本市におきましても、各家庭に洪水ハ

ザードマップが配布をされておりますが、危険水位

や河川の氾濫等警戒段階における避難準備、避難勧

告、避難指示等の判断や指示は誰がどのように行う

のか。また、その情報伝達システムと市民への周知

方法はどのように行っていくのかお尋ねをいたしま

す。 

 最後の質問になりますが、河川の維持管理につい

てであります。一例を申し上げますと、桂川の下流

部、花いろ温泉周辺の河川内に樹木が生えて、すで

に樹林化しているところも見受けられ、土砂の堆積

とともに治水安全上問題があると思っております。

桂川のみならず、とりわけ集落や人家の隣接区域で

は、定期的にこうした樹木の撤去が必要と考えます

が、河川の維持・管理はどのように行っているのか

お尋ねをしたいと思います。 

 次に、ひとり暮らしの高齢者対策についてであり

ます。 

 午前中にも高齢者にかかわる質問がありましたが、

関連する部分があろうかと思いますが、よろしくお

願いをいたします。 

 先週から今週にかけて、高齢者のご長寿を祝う敬

老会が各地域で開催されたことと思います。全国の

１００歳以上の高齢者は昨年よりも３，６２０人増

加しまして、過去最多の５万１，３７６人となって

おります。ちなみに本年８月末現在の本市における

高齢者の状況でありますが、８０歳から９０歳まで

の方は１，０８６人、また９０歳から１００歳まで

の方は４２８人、そして１００歳以上の方は２１人

となっておりまして、大変喜ばしいことだと思いま

す。 

 これからも、こうした高齢者の方々が安心・安全

な暮らしとともに、長生きして本当によかったと思

える豊後高田市でなければならないと思っておりま

す。しかしながら、少子高齢化社会が進展する中で、

地域によりましては集落全体の高齢化が進み、これ

まで行っておりました地域での見守りや支え合いが

困難になってきているところも見受けられます。 

 こうした状況下で高齢者世帯、とりわけひとり暮

らし高齢者における生活課題にかかわるさまざまな

課題でありますが、こうした課題、よく言われてお
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りますのは買い物とか通院、体調面の不安や防犯面、

小さいことで言えばごみ出しもなかなかままならな

い。さらには、孤立化等々こうした課題の把握とと

もに、支援に向けた環境整備や福祉施策の充実が求

められていると思います。 

 そこで、何点かお尋ねいたします。 

 ただいま８０歳以上の高齢者の人数を申し上げま

したが、６５歳の方を高齢者というのはちょっとは

ばかられるんでありますが、６５歳以上の高齢者は

現在、何人となっているんでしょうか。また、その

うちの高齢者のみの世帯数と、ひとり暮らしの高齢

者は、現在何世帯となっているのかお尋ねをいたし

ます。 

 次に、ただいま申し上げてまいりましたが、ひと

り暮らし高齢者の生活課題等への支援や対策につい

て、現在、どのようにされているのか。また、今後

の課題についてどのように考えているのかお尋ねを

いたします。 

 ３点目としまして、安否確認、人感センサーの設

置をしているのは何世帯となっているのか。また緊

急通報システムと安否確認での対応件数と、その主

な内容、どんなものがこれまであったのか、お尋ね

をいたします。 

 最後の質問であります。メガソーラー、太陽光発

電の誘致についてであります。 

 北崎議員の質問もありましたが、関連する部分も

あろうかと思いますが、よろしくお願いをいたしま

す。 

 昨年の３・１１東日本大震災での福島原発事故以

降、自然エネルギー普及の機運が高まりまして、多

くの自治体においても再生エネルギーの導入や、ま

た地域の産業振興策としてメガソーラーの誘致に力

を入れております。 

 メガソーラーの誘致は、電力の安定供給や再生エ

ネルギーの普及のみならず、遊休地の活用や土地の

賃貸料、そしてまた、固定資産税などの自治体にも

メリットがあると考えます。国内有数となります大

分市東部のメガソーラー計画を初めとして、本市近

隣の国東市、そして今回、宇佐市、杵築市において

も誘致が決定をしております。 

 そこで、質問でありますが、本市におけるメガソー

ラーの誘致への見解と、今後の方針についてお尋ね

をしたいと思います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  それでは、私のほうか

ら豪雨災害対策についてお答えをいたします。 

 まず、さきの九州北部豪雨による本市における被

害状況についてでありますけれども、今回の集中豪

雨は、短期間で２度にわたりまして発生しましたこ

とから、県内でも広域かつさまざまな分野に被害を

もたらしました。 

 議員、ご質問の本市の各分野における被害状況で

ございますけども、農業関係では水稲や白ネギ等の

野菜、果樹など農作物につきましては、特に大きな

被害はございませんでした。しかし、排水路など農

業用施設災害や農地災害は１４件ございました。 

 次に、道路、河川関係では、道路被害が４３件、

河川被害が２件の計４５件の被害がございました。

そのうち対応可能なものに関しましては、担当課の

ほうで、すでに実施をしており、災害復旧工事の補

助対象となります箇所につきましては、事業の採択

がされた場合は速やかに復旧にかかりたいと考えて

おります。 

 次に、豪雨災害時の避難勧告等の発令基準及びそ

の伝達方法についてであります。 

 避難勧告は災害が発生した場合や発生する恐れが

ある場合に、その地域の住民に対し避難を促すもの

であり、避難指示は災害の起きる危険が目前に切迫

している場合に、その地域の住民を避難のために立

ち退かせるもので、勧告よりも拘束力が強くなって

おります。発令に当たっては雨量計による河川の水

位観測や、土砂災害警戒情報など、関係機関からの

情報等を総合的に勘案・分析し、災害対策本部長で

あります市長のほうが発令をすることとなっており

ます。 

 このような事態が発生した場合には、各世帯への

告知放送及び屋外拡声器、ケーブルテレビのＬ字放

送で周知を図るほか、広報車や自治会の連絡網を通

じまして情報伝達を行い、迅速かつ的確な避難行動

に結びつけてまいりたいと考えております。 

 更に、先ほども出ましたけども、携帯電話を使っ

ての県民安全安心メールやエリアメールは７月の豪

雨災害で効果があったと報告されておりますので、

引き続き登録等の広報活動に努め、様々な事態が発

生した場合、対応できるような伝達活用に努めてま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（河野正春君）  福祉事務所長、尾形 稔君。 

○福祉事務所長（尾形 稔君）  それでは、ひとり
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暮らし高齢者対策のご質問のうち、ひとり暮らしの

高齢者数等についてお答えいたします。 

 平成２２年の国政調査によりますと、本市に居住

される６５歳以上の高齢者は８,２７１人、そのうち

高齢者のみで構成される世帯は１,４３８世帯、単身

生活者は施設入所なども含めますと１,５７６人と

なっております。 

 次に、ひとり暮らし高齢者の支援についてお答え

いたします。 

 高齢者を含め、市民の生活上の問題解決は本人や

家族が解決する自助、地域住民同士で助け合う共助、

行政機関や公共機関が支援する公助があり、これら

の３つの助け合いが同じ目的のために連携する地域

社会の体制が望ましいと考えております。 

 虚弱高齢者の方などには共助の支援として地域の

声かけを初め、民生委員、児童委員または老人クラ

ブなどにより適時見守り活動が行われております。

その中で、高齢者の生活上の困り事などの相談を受

けた場合は、その内容により公助である福祉事務所

や関係課で対応しているところであります。 

 しかし、６５歳以上の住民が過半数以上を占める

小規模集落においては、共助の支え合いが困難にな

ることが予想されます。そのため、今後市といたし

ましては、地域内で行われる老人クラブ活動の推進

及び地区社協や高齢者サロンの開設を支援し、広域

的な見守りや支え合いなどによりひとり暮らしの高

齢者の身体や生活状況の変化など早期に発見し、迅

速な福祉保健医療サービスにつなげる共助体制の強

化を図りたいと考えております。 

 一方で、高齢者の生活課題ニーズの把握に努め、

サービスの質や種類の向上を図り、そのサービス情

報を高齢者が受け取れる体制整備を推進したいと考

えております。これらの地域と行政の連携により、

ひとり暮らし高齢者が地域で安心して生活を続けら

れる受け皿づくりを推進してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、安否確認見守りネットワーク事業及び緊急

通報システム事業の加入状況等についてお答えいた

します。 

 これらの事業はともにケーブルネットワーク回線

を利用した高齢者見守りシステムであり、平成２４

年９月１日時点で安否確認見守りネットワーク事業

加入者は４９７人、緊急通報事業の加入世帯は７９

０世帯となっております。 

 それぞれの対応実績といたしましては、安否確認

見守りネットワーク事業では平成２１年度より本年

８月末までに社協職員による電話対応も含め２,３４

５件の対応が行われ、そのうち救急搬送件数が５件、

対応時に救急隊員により死亡が確認された件数が５

件となっております。センサーが反応しないため協

力員や社協職員が利用者宅を訪ねたところ、ベッド

横や自宅前で転倒していたのを早期発見し、大事に

至らなかった事例も報告されております。 

 緊急通報システムによる消防本部の出動件数です

が、平成２１年度より本年８月末までに５５件の出

動があり、そのうち２５件の救急搬送となっており

ます。緊急通報システム利用者からの通報の場合は、

消防本部のパソコン上に利用者の自宅地図情報が表

示されるため、通常の通報に比べいち早く到着する

ことが可能であります。 

 今後も多くの高齢者の方がこれらのシステムを利

用されることで、安心して自宅で生活できますよう

加入促進を図りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  建設課長、筒井正之君。 

○建設課長（筒井正之君）  災害、豪雨災害に関す

る質問のうち、河川の維持管理についてお答えしま

す。 

 県が管理する２級河川のうち、ご質問の河川の維

持管理についてですが、議員ご指摘のとおり河川内

に生い茂った葦、その他樹木への対応につきまして

は大変苦慮しているところでございます。平成１６

年の台風到来の際にも桂川が増水し、流れ着いたビ

ニールなどのごみが河川内に生い茂った樹木に巻き

つくなど余りにも景観上見苦しいとのことから、県

管理の河川ではありましたが、当時市職員において

撤去を行った経過もございます。本市のこのような

取り組みを受け、その後県につきましても、特に桂

川下流部の河川内において樹木の伐採を中心として

予算化をしていただいたところでございます。 

 しかしながら、最近では公共事業の縮減を背景と

して予算措置の困難な状況となっていたようであり

ます。市といたしましては、平成１６年度当時に伐

採した樹木が再び生い茂っている状況や土砂の堆積

状況が河川断面に影響を及ぼし、特に治水安全上危

険性のある箇所について、改めて桂川を管理する県

土木事務所に対し強く要望しましたところ、年次計

画的な予算措置を検討するとの回答をいただいてお

ります。今後につきましても緊急な状況が生じた場

合には、引き続き県土木事務所に協議・要望してま
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いりたいと考えております。 

 なお、市が管理する河川につきましては、河川数

が多く財政的な事情もあることから定期的な除去は

困難な状況でございます。 

 しかしながら、河川断面を確保する上で、治水安

全上危険性のある箇所につきましては、関係自治会

と協議しながら適切に対応してまいりたいと考えて

おりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  企画情報課長、佐藤之則君。 

○企画情報課長（佐藤之則君）  メガソーラーの誘

致についてお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、太陽光や風力、地熱など新

エネルギーの確保は、固定価格買取制度制定以降、

特に県内では幾つかの大規模太陽光発電設備の整備

が進められております。 

 先般、新聞報道された宇佐市と杵築市につきまし

ては、未活用の工業用地を提供し、メガソーラーの

整備を行うものでございます。 

 メガソーラー事業を誘致するメリットにつきまし

ては、土地の提供に対する賃貸料の収入と償却資産

に対する固定資産税収入が見込まれますが、デメリッ

トにつきましては、初期投資に多額な費用がかかり、

設置後の管理運営費も合わせた経理負担や発電効率

など企業側の運営に対する懸念が考えられ、信頼の

おける企業との連携が重要であると思われます。 

 本市に対しては、数社からメガソーラー用地とし

て採算に合う２ヘクタール以上のできるだけ高圧線

に近い未活用地のお問い合わせをいただいておりま

すが、これまで内部検討いたしましたところ、現状

では未活用の工業用地のような即座に提供できるま

とまった市有地がないという状況でございます。 

 ただし、可能性があることにつきましては、新火

葬場悠久の杜の残地につきましてはほぼ条件に適合

した土地であると考えております。その活用方法に

つきましては、悠久の杜残地利用将来ビジョン検討

委員会において検討されているところでございまし

て、委員会の議論の中で一部メガソーラーについて

のご意見もいただいているようでございます。 

 今後、委員会の結論としてメガソーラー整備とい

う方向性になりましたら、市としても検討してまい

りたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  近藤紀男君。 

○２番（近藤紀男君）  それでは、再質問でありま

すが、いずれももう要望として述べたいというふう

に思います。 

 ご答弁をお聞きしまして、本市での豪雨災害は本

当に大したこともなくて、まずは安堵しております。 

 旧豊後高田市におけるこの豪雨災害でありますが、

いつあったのか私も調査してみましたが、高齢者の

方にお聞きしますと、昭和１６年に桂川が氾濫をし

て多くの住宅が浸水をし、御玉、中之島にありまし

たあの映画館が流されたという話を聞いております。

以来、そのような大きな災害はなかったというふう

に思いますし、それから約７０年が経過をしており

ますが、それゆえに防災への心構え、意識改革は大

事ではないかというふうに思います。 

 先ほどから言われておりますように、市民に対す

る防災意識の啓発とともに、まずは何よりも自力で

の避難が極めて困難なお年寄り、障がい者の方々を

安全に避難させるための具体的な施策、マニュアル

等の作成を私からも要望したいと思います。 

 次に、ひとり暮らしの高齢者対策についてであり

ます。 

 ご答弁をお聞きしまして、６５歳以上の高齢者の

方は８,２７１人となっておりまして、市民の約３人

に１人が６５歳以上の方々となっていると思います。

また、高齢者のみの世帯数でありますが１,４３８世

帯で、そのうちひとり暮らしの高齢者数は、ご答弁

にありました施設などの入居者を含めて１,５７６人

とのことでありました。この数値を見ますと、高齢

者のみの世帯のそのほとんどがひとり暮らしの高齢

者世帯になっているんではないかというふうに思っ

ております。 

 また、単身の高齢者世帯は、この数値から見ます

と、本市の全世帯数、これは９月現在の本市の全世

帯数が１万４３６世帯でありますから、約６分の１、

約６軒に１軒がこうした単身の高齢者世帯となって

いるんでないかというふうにも現在思っております。 

 このことからしましても、本市におきましても高

齢化の進展とともにひとり暮らしの高齢者が増加し

ていることが伺い知ることができるものと思います。 

 また、こうした高齢者の生活環境につきまして、

ただいま福祉事務所の所長、ご答弁にありました自

助、共助、公助、ご答弁にありましたから、このこ

とは先ほどの自然災害にも言えることでもあろうと

いうふうに思いますし、現代社会において私も最も

重要な事だと思っています。 

 しかしながら、以前の小規模集落、質問してまい

りましたが、こうした地域では過疎化や高齢化が進
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展する中で、この自助、共助が困難になってきてい

る地域も出てきている中で、ご答弁にありましたこ

の共助体制の強化、広域的な見守り、支え合いを図っ

ていきたいとのことでありましたけれども、こうし

たことが果たしてどの程度までできるのか、課題も

多々あろうかというふうに、ご答弁をお聞きして感

じております。 

 こうした状況下、今後さらなる高齢化が進んでい

くのがもう確実となっている中で、中・長期的な視

点での支援の施策・対策が求められているというふ

うに思います。福祉での最前線でご奮闘いただいて

おります社会福祉協議会や地域支援包括センター、

また介護支援センターや民生委員の方々への一層の

支援、そしてまた施設の充実を図っていただきたい

と思いますし、市といたしましても積極的にこうし

た高齢者の生活課題等の把握や支援に向けた体制づ

くり、環境整備に取り組んでいただきますことを要

望いたします。 

 また、安否確認、緊急システムの加入者は合計で

約３００というふうに思います。対応件数も２,３４

５件ですか、この間これだけの対応が図られている

ことに驚きましたし、またその効果がこの数字で端

的にあらわれているというふうに思いました。救急

搬送など、中には一命を取りとめた方々もおられる

と思いますし、高齢者のみならず家族の方々の安心

感とともにこのシステムの効果は大変大きいものが

あると思っています。 

 先ほどのご答弁では安否確認の加入者であります

が、４９７人ですか、この数字はひとり暮らしの高

齢者数からみればかなり少ないんではないかという

ふうに思いますし、こうしたシステムはただいま申

し上げましたように、他の自治体では余り見られな

い、本当に先進的なものでありますし、引き続いて

の加入促進を図っていただきたいというふうに思い

ます。 

 メガソーラーにつきましては、現在の火葬場の遊

休地、可能性があるんではないかというご答弁であ

りまして、そういったことがもし引き合いがあれば、

引き続いてのご尽力を要望しまして、私の質問を終

わります。 

○議長（河野正春君）  ５分間休憩します。 

午後 ２時２０分 休憩 

午後 ２時２５分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を続けます。 

２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭で

あります。市民の声を取り上げて、きのうの議会で

も数多くの問題で議論をいたしました。きょうは重

複する点がありましたので、６点に絞りまして質問

をいたします。なるべくわかりやすい言葉で簡潔に

質問をしたいと思いますので、市長、執行部は質問

に答えて、明確、市民に対してわかりやすい答弁を

求めます。だらだら聞かないことを長々答弁する場

合には、議長から注意をしてもらうように要望して

おきます。 

 最初は、市長の退職金についてであります。 

 永松市長の任期は来年４月末になりました。今回

の退職金は４年分で２,０００万ではありません、１,

７１０万円に減額されました。これは永松市長だけ

でない、全国の市長も同じですが、給料が減額され

ましたので自動的にそれに伴い退職金も減額される

ものであります。 

 市民も民間企業で働いておっても給料も下がり、

退職金も下がったことは市長もご承知のとおりであ

ります。問題は、市民生活の実態から見て、この４

年間で市長が１,７１０万円の退職金、これは異常に

高過ぎると思います。市長はそう思いませんか。宇

佐や日田の市長は退職金を半額に減額するという条

例を議会に出して満場一致で議決しました。いいこ

とは市長もよその市に学んで、次の１２月議会に退

職金減額条例改定案を提案する考えがありますか、

ありませんか。ここを明確に答えてください。 

 もう１つは、同じ市役所で働きながら、副市長や

教育長、市の職員に比べてみても市長の退職金は異

常に高過ぎます。較差が大き過ぎます。やはり半額

に減らして、その浮いたお金は高齢者対策など市民

のために有効に使うべきだと思いますが、教育長や

副市長に比べてみて、あるいは職員に比べてみて市

長の退職金が異常に高いというふうに市長思うのか、

思わないのか、この整合性について市長の認識をお

尋ねしたいと思います。 

 次は、災害対策であります。 

 国が８月２９日に南海トラフ大地震の被害想定を

発表いたしました。大分県では、これによりますと

震度６強の地震で家屋やマンションが３万１,０００

棟が全壊してしまうと、１万７,０００人が死亡する

という大変な数字が示されまして私は衝撃を受けま

した。昨年のあの東日本大震災に続いて大きな衝撃
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であります。 

 しかし、この公表文書をよく読んでみますと、そ

れは避難状況に応じては、死者は３００人以下に大

分県でも抑えることができるんだと。問題は一刻も

早くどうやって避難をしていただくかと、ここが鍵

だと書いています。 

 よって、私は今回の、これまでも６月に市の防災

計画つくっておりますけれども、この国の今回の発

表を受けて、特に海抜の低い地域については避難所

の問題、避難場所の問題、避難通路の問題、避難の

訓練の問題など、やはりこの防災計画を見直して、

住民に周知徹底して、市民の生命・財産を守るため

に市長が先頭を切って頑張るべきだと思いますが、

見解を求めます。 

 その中で、特に中山間地で高齢者、ひとり暮らし

の多い地域がありますけれども、もうひとり暮らし

の世帯、あるいは農村部でも大変だと思うんですけ

れども、こういう方々の命を守っていくためにはやっ

ぱり防災訓練や避難体制の問題などどうやって住民

に周知徹底されるかが鍵になりますが、どう考えて

いるのか簡潔に答弁をしてもらいたいと思います。 

 次は、いじめの問題であります。 

 大津市で中学生が自殺をしたことで、当初は学校

側はいじめではないと、いじめが起こっていること

が、最近の２、３日前の新聞で、わかっていながら

隠し続けました。刑事事件になっていろいろ真相が

明らかになり、これ大事件に発展しましたけれども、

このいじめについてはやっぱり早期に発見して早期

に対応することが鍵なんです。隠すことが一番問題

なんです。どこで何が起こるかわかりませんが、こ

れをどう捉えて共通認識で、共通の英知で、皆さん

の英知でどう解決するかが求められていると思うん

です。 

 よって、高田の場合、１つの質問はこれまでも取

り組んできて大分県の中では県の平均よりも半分以

下の状況でありますので、実際にどういう実態なの

か、どう取り組んできたのかが１つの質問。 

 ２つ目は、やはり今後こういう自殺まで追い込む

ようないじめを早く食いとめないかん、根絶せない

かんと思うんです。そのための社会環境や教育環境

をどうつくるかが求められていると思いますが、そ

の点の見解について簡潔に述べていただきたいと思

います。 

 次が、４つ目が住宅リフォームの助成制度につい

てであります。これも何度も取り組んできましたけ

れども、市長がなかなか高田ではやろうとしません

ので、改めて市民にこの制度がいかに大事な制度か

ちょっと説明をして質問したいと思うんです。 

 この制度は、３年前全国では８０自治体でした、

実施してある所は。ことしの７月１日現在で５３３

の自治体、約６.７倍、３年間で実施自治体がふえて

おります。この制度は、自分の住宅を改修した場合

に、地元の建築業者に発注をしたら市がそのかかっ

た費用の１割から２割を助成しようという制度であ

ります。もちろん上限を設けておりまして、全国ま

ちまちですけれども、これによって、ああ、屋根が

えをどげかしたいなあ、トイレや炊事場を改装した

いなあという方々も、ああ、１割でも２割でも補助

金が出ればやろうかということで、住民は助かりま

すし、仕事がない業者についても仕事起こしになり

ますし、また市が補助金を出した、大体全国的には

１０倍から２５倍の地域に対する経済波及効果が出

ています。いろいろな材料も売れますし、大工さん、

左官さんらも働けますから、大変好評をいただいて

おりまして、３年間で６.７倍の勢いでできているわ

けです。国のほうもきょねんから国の予算組んで限

られた事業やっていますけども、高田の場合もいろ

いろな事業やっていることは事実です。きょう、そ

ういう説明を求めているんじゃありません。この全

国の何箇所でもいいから、インターネットで調べて

もわかりますが、あるいは電話で問い合わせても、

どんなに経済効果があって住民や業者から喜ばれて

のるか調査をする考えがあるかないか、この部分だ

けでいいです。あとの質問は、その部分の質問は取

り下げます。長く答弁は要りません。 

 次は、子供の医療費についてであります。これも

何度も議論してきましたが、大分県内では豊後大野

市、日田市、佐伯市、玖珠町、九重町、姫島村で中

学校卒業する前の子供の医療費は完全無料になりま

して、子育てに助かると大変喜ばれているわけであ

ります。 

 高田の場合は、市長が人口３万人と打ち上げまし

た。定住対策にいろいろと取り組んでいること承知

しております。どうやって高田に若い人が住み着い

てもらうのか、子供を２人だけじゃなくて３人も４

人も生んでもらおうかというのが鍵になると思うん

です。 

 私の子供たちも３人ずつしか子供生んでおりませ

んけども、４人も５人も生んだら、生んでもらいた

いんだけれどもね、やはり若いお母さん方に聞いて
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みますと、子供を育てるのに経済的負担が大変なん

だと。高田の場合、保育料は大分県で１位、２位を

争うぐらい安くなりました。これも感謝しておりま

す。今度は医療費の問題です。子供が病気になった

ときでも安心して医療にかかれるように、せめて中

学卒業するまで医療費を無料にすれば、これは定住

対策に結びつくと思うんですけれども、市長、それ

を実施を検討する考えがあるかないか明らかにして

ください。 

 最後は、重度障がい者の医療費の助成制度の改善

についてであります。 

 私も長年議員をしておりますけれども、この問題

ずっと２９歳で議員に出たときからこの医療費の問

題取り組んできまして、今大分県では子供の医療費

とひとり暮らしの家庭の医療費と重度障がい者の医

療費の助成制度ができました、その中でも、子供の

医療費については６年前から大分県全体現物給付に

変わりました。今度、いよいよ１２月からは母子家

庭や父子家庭などひとり親家庭についてもいよいよ

現物給付に改善することになります。問題は重度障

がい者の医療費だけはそのまま据え置きなんです。

これは矛盾点と市長思いませんか。重度障害のほう

こそいちいち一回お金を払って領収書をつけて市に

請求するというその申請事務が大変だと思うんです。

そのことがわかっておればやっぱり早急に３つの県

がやっているこの医療費の助成事業、足並みをそろ

えて現物給付化に踏み切るべきだと思いますが、市

長の見解を求めます。 

 以上であります。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、私のほうからは

退職手当についてお答えをいたします。 

 これまでもお答えしましたとおり、法令制度に従っ

て支給を受けたいと思っております。 

 その他の質問につきましては、教育長及び担当課

長に答弁させますのでよろしくお願いします。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  大石議員のいじめ対策に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 議員ご質問の小中学校におけるいじめの現状につ

きましてですけれども、今年度４月から現在までい

じめの認知件数、小学校５件、中学校８件、計１３

件となっております。その内容につきましては、ひ

やかしやからかい、悪口が約半数を占めておりまし

て、その他は仲間はずれや無視といったものでござ

います。この１３件のうち１０件につきましては現

時点において解消状況にありますが、３件につきま

しては一定の解消が図られているものの、さらに決

め細やかな支援体制を整えて対応しているところで

ございます。 

 また、これまでの対策につきましては、先ほど、

北崎議員、松本議員のご質問にお答えしましたよう

に、早期発見、早期対応に向けて児童生徒の生活実

態の把握に努めるとともに、教育相談や学校内にお

ける相談体制を整え、きめ細やかな支援を現在して

おるところであります。 

 次に、いじめを生まないための社会環境や教育環

境の構築につきましては、児童生徒が安全安心な学

校生活を送れるよう、子供同士の人間関係や教師と

子供、そして保護者との信頼関係の構築を今まで以

上に図ってまいりたいと考えております。 

 また、子供や保護者の悩みや問題を速やかに対応

できる学校体制づくりを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 今後ともいじめを許さない、いじめを根絶するた

めの相談活動や啓発活動をさらに充実させてまいり

たいと考えておりますので、何とぞよろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  それでは、私のほうか

ら災害対策についてお答えをいたします。 

 本市の地域防災計画につきましては、先ほど、土

谷 力議員それから土谷信也議員のほうにお答えい

たしましたように、今回南海トラフの巨大地震によ

ります津波高、浸水域についての第２次報告で公表

されました津波想定高の４メーターよりも高い４.

６６メーターで見直しを行ってきたところでありま

すが、現行どおりの高い数字のままで今後とも各種

防災対策に取り組んでまいりたいと考えております。 

 今後の具体的な対策といたしましては、大分県が

県内の地形データをもちまして、独自に調査を実施

し、秋に公表することになっておりますので、県か

ら出された詳細なデータを活用しながら、本市にお

ける新たなハザードマップの作成等を行い、広く市

民に周知を図りたいと思います。災害対策に対する

意識の高揚に今後も努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、ひとり暮らし高齢者の多い地域の避難対策

についてお答えをいたします。 
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 地域での取り組みといたしましては、自主防災組

織の活性化が最善の方策と考えております。現在、

自主防災組織では、自治会長を中心に訓練等の活動

をしておりますけども、本年度は地域防災活動のリー

ダーとなり得る防災士の要請を行うように計画して

おりますので、今後とも防災士との連携を図りなが

ら、ひとり暮らしの高齢者等災害弱者等の把握、避

難路の確保などの取り組みを行い、活動の活性化に

取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろし

くお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  企画情報課長、佐藤之則君。 

○企画情報課長（佐藤之則君）  住宅リフォーム助

成制度についてお答えいたします。 

 この制度につきましては、県内市町村では杵築市

のみ実施しておりますし、全国でも調査いたします

とかなり多くの所で実施されているようでございま

す。 

 そして、議員お尋ねのように調査したかってこと

なんですけれども、杵築市、それから福岡県の中で

何市か電話とインターネットの関係で概要の調査を

させていただきました。こういった形を受けた中で、

本市では住宅関係の、議員ご指摘のように、さまざ

まな住宅改修の助成事業を実施しておりますので、

新規の住宅、リフォーム関係の助成事業については

現時点では考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  子育て・健康推進課長、植

田克己君。 

○子育て・健康推進課長（植田克己君）  大石議員

の子供の医療費助成の拡充についてのご質問にお答

えします。 

 子供の医療費を中学校卒業するまで無料化するこ

とについては、子育て世帯の経済的な負担を軽減す

る方策の一つとも言えます。 

 しかしながら、これまでの議会でもご答弁申し上

げましたとおり、実施市町村で取り組む助成内容が

異なること自体が問題であり、子育て支援の施策と

して、本来は国の制度として行うべきものであると

考えております。 

 ご質問の、市で単独助成することについては現在

のところ考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  福祉事務所長、尾形 稔君。 

○福祉事務所長（尾形 稔君）  重度心身障がい者

の医療費助成についてお答えいたします。 

 医療費助成事業につきましては、子供の医療費及

びひとり親の医療費が現物給付化されることにより、

制度の利用者にとりましては非常に利便性が向上い

たしました。重度の障がいのある方におきましても、

利便性を考えた場合、医療費を現物給付化にすべき

であると思っております。 

 しかしながら、国民健康保険の国庫負担金等の減

額措置が行われるなどの課題があるため、各市町村

の現物給付化の足並みが揃っていない状況でござい

まして、現段階での導入は難しいと考えております。

現物給付化につきましては、これまでご答弁してき

ましたとおり、大分県全体で取り組む必要があるこ

とから、今後も引き続き大分県及び各市町村との協

議を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  市長、今の答弁で市民は

納得できると思いますか。誰も納得できる市民はい

ないと思いますよ。退職金について私の質問に答え

てないじゃないですか。なぜなんですか。市民を余

りにも侮辱するのは許せないと思いますよ。 

 もう一回改めて質問をします。いいですか。あな

たは今法令に基づいて退職金を受け取るんだと言わ

れました。なら、法令に従わんで取れるわけがない、

つかみ取りはできないんで、誰もわかっていること

なんだと。法令をかえろと。法令というよりも、市

の退職金条例を改定すればできることでしょう。宇

佐でも日田でも市長が改定案を出して満場一致で議

決したんですよ。最近では、山口県の防府市では、

もう市長が生ぬるいから議会側が８割カットの議案

を提案しまして、議決されまして、市長の退職金は

８割減額されました。 

 本来ならば、議会側、私は１人だから提案権がな

いんだけども、８分の１以上あれば提案権があるん

だ。議会が市長の退職金を減額することもできるん

ですよ。法令に従うちゅうけど、法令をかえると言っ

ているんですよ。条例改正案をなぜ出せないかと言っ

ているの、なぜ出せないか明らかにしてください。 

 それから、副市長や教育長や職員の給与に比べて、

同じ公務員でありながら市長が断トツ高いでしょう

が。おかしいと思わないのかということを言ってい

るんですよ。あなたは１,７１０万円の退職金、副市

長や教育町は幾らもらうか知っていますか。職員が

三十何年間勤めて幾らもらうか知っているんですか。

その関係を質問しているんです。これは質問通告出
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しているんですから、あんたも調べていると思いま

すから、市民の前にこれおかしくないんじゃと、俺

は断トツじゃないんだと言えるなら言ってください。

数字を明らかにしてください。あなたが数字言えな

かったら、総務課長が数字を述べてください。 

 それから、あなたは法令に基づいて退職金をもら

うのが何が悪いかと開き直っている。しかし、あな

たの奥さんの扶養手当ももらっていたじゃありませ

んか。大分県の中で市長の奥さんが扶養手当取って

いるのは豊後高田市の永松市長だけだったじゃない

ですか。これも私が追求したらしぶしぶ改定をして

廃止をしたじゃありませんか。あの条例もそのまま

いったら今でももらっておったんでしょう。それは

改定してなぜ退職金の条例改定ができないのか、市

民の前に明らかにしてください。浮いたお金は市民

のために有効に使ってください。 

 次が、災害対策の問題なんですけれども、今何人

かの質疑があって大体わかりましたけど、もうちょっ

と具体的な問題でちょっと一、二に聞きたいのは、

私も衝撃を受けまして、大分県で１万７,０００人が

死亡するってのはもうびっくりでしょう。しかし、

よく読んでみても高田でどうなるか書いてないから

ね、なお不安なんですけども、いつどこで何が起こ

るかわからん状況でしょう。だから、やっぱり正し

く恐れると。地震、津波を正しく恐れる。正しく備

えて体制とれば被害を食いとめることができると思

うんですよ。その中でも、やはり津波の場合はいち

早く避難することが鍵なんです。だから、海抜の低

い地域については、避難場所をどこにするのか、避

難路をどうするのか、そしていち早くどうやったら

避難できるかという体制をやっぱり住民に徹底する

ことが鍵になってくると思うんです。 

 この点について、一般論ではないんです。高田の

この海抜の低いところについては、例えばこの１ヶ

月間にもしそういう４メーターを超えるような津波

があった場合に対応できるように、もう住民、周知

徹底してるというように市長考えますか。まず、市

長の見解聞きたいんです。今、もし１週間や１０日

後に起こりません、起こらないと断定しますけれど

も、起こった場合に直ちに避難できるようなことが

住民の中に徹底されているかということを聞いてい

るんです。いいですか、市長、答えてください。 

 それから、防災士の問題、議論ありました。私は、

これは全ての自治会につくるということやから、そ

れも評価いたします。問題は、消防職員の退職者、

市の職員の退職者などをやっぱり積極的に、大きい

地域については２人、３人おってもいいじゃないで

すか。要請していくような特別な努力をしてもらい

たいと思うんです。とりあえず区に１人ずつ、自治

会長さん、あんたがなってくれんか程度のことで帳

面消しじゃいかんと思うんですよ。そうしてもらい

たい。 

 それから、その防災士、リーダーになる人につい

ては年間幾らかでも謝礼的な何かしるしになるよう

な、活動の手助けになるような財政的援助、補助金

ができないのかも聞いておきます。 

 それからもう１点は、最近あった話で磯町という

地域があります。ここはご承知のように集落の中に

小さい道がたくさんありますね。下水道が入ってお

りまして、下水道のマンホールが高くなってしまっ

て通れないということで、これは下水道課が直ちに

整備してくれまして感謝しております。 

 問題は、その続きで、磯町の場合は避難路、桂陽

小学校が避難場所ですから、全部避難路が家に全部

貼られております。その中の一部が草ぼうぼうで通

れない状況なんですよ。避難路はそこに避難路になっ

ています。磯町中で舗装してないのは、そのほんの

２０メーターばかりなんです。これを何とか自治会

長にも相談して、何とか市から原材料もらってでも

整備したらどうかと言うけれども、今高齢化してお

りましてできない状況でしょう。だから、防災対策

の一助として、何か防災対策の予算でも、わざわざ

避難路と皆さんに徹底している以上は、生コン舗装

でも何ぼもかからんようなとこなんですが、そうい

うところについては優先的に整備をすべきだと思い

ますが、どうでしょうか。 

 次が、いじめ問題についてであります。 

 今、現在１３人というデータが出されまして、今

後どうするということは、大いに頑張ってもらいた

いということで良としますが、今までの状況をどう

見るかちゅうことが大事だと思うんです。 

 新聞発表によりますと、きょねん１年間のいじめ

の実態というのは全国で７万件を超えて、大分県は

全国の中で熊本に次いで第２番目なんですよね。生

徒１,０００人当たり１８.３人なんです。高田の場

合、ことしは１３人だけどきょねんは１４人だと思

うんです。きょねんの１４人ということは、大分県

の平均よりはかなり低いと思うんですけれども、そ

れよりも全国平均は５.５パーセントでしたね、きょ

ねんは。５パーセントじゃないか、生徒１,０００人
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当たり５人でしたね。それからみたら高田も多いと

思うんですけれども、全国平均からみて高田が多い、

大分県が断トツに全国の３.７倍ぐらいになると思う

んです。そんなに大分県のいじめが多いというのを、

教育長としては長い教育現場におりまして現状わ

かっていると思うんやけどどう分析されているのか、

やっぱり早期に発見して早期に対応していく、それ

でいじめの状況を職場の中で共通認識にしてみんな

の英知集めて早く解決する努力がいりますので、やっ

ぱりこれまでの現状分析、認識が一致しないといか

んから聞いているんです。その辺ちょっと明らかに

してください。 

 次が住宅リフォームの関係で、課長からインター

ネットで調査したけども今のところやる考えがない

ということなんです。それなら、各種事業をやって

いることをそれは評価していますよ。評価してない、

悪いと言ったことはありません。賛成していますよ、

それは。それなら宇佐でも同じような議論をして傍

聴して聞きましたけど。宇佐の場合はその予算だけ

で３,７００万組んでました。高田はそういう予算は

何ぼ、助成額幾らになりますか。そんな額じゃない

でしょう。例えて、この私の言う全国で評価を受け

ている住宅リフォーム制度をやれば、やっぱ経済効

果が１０倍から２０倍、２５倍とあるんですよ。仕

事のない大工さんや左官さんが仕事がもらえるし、

建材店も潤うし、市民も潤うわけでしょう。これを、

やっぱり市長、市長の問題なんですよ。大石が言う

からせんというんじゃなくて、やっぱり豊後高田の

経済、市長、笑い事じゃないよ、私は市民の事を思っ

て言ってるんよ。市長、腕を組んで、ちょっとカメ

ラ、市長の姿を……ください。こんな市長が続けて

もらっていいですか、やめてもらおうじゃありませ

んか。まじめにやれや、市長。何回も同じ答弁はな

いでしょう。市長が答えてくださいよ。全国で経済

的効果上げて、３年間の間で６.７倍も普及したとい

うこの制度を学んでみる気はないんですか、市長。

学んで研究する考えがあるのかないのか、市長の見

解を求めます。 

 それから、子供の医療費についても同じです。で

きません、現在考えてない、考えてないと、経済的

負担が大きいから、それは必要性はわかると。わか

ればやる方向で、市長、検討すべきでありませんか。

よそでやっていることがなぜ豊後高田でできないの

か。ぜひ、定住対策に力を入れると言うならば、親

の子育ての、親の経済的負担を軽くするために、中

学生まで、もし病気になっても医療費は完全無料化

でやっていくとなれば安心して子供が生み育てられ

ると思うんですよ。市長の見解を求めます。課長の

答弁はいりません。 

 最後に、重度障がい者についても、それは必要性

はわかると。しかし、国保の国庫負担が削減される

と。高田で国庫負担が幾ら削減されるか試算してお

れば数字を出してください。我々日本共産党は国会

議員とともにこの前も厚生省で交渉しました。そん

なことによって国庫負担を減額するようなことをす

るなとやっております。減らさないように働きかけ

ればいいじゃないですか。やはり、子供の医療費も

ひとり親家庭も現物支給に変わりました。重度障が

い者ついても同じように改善を図ってもらいたいと

思いますが、もう一回答弁を求めます。市長の政治

姿勢が問われる問題ですから、市長が答弁してくだ

さい。 

 以上です。 

○議長（河野正春君）  しばらく休憩します。 

午後 ２時５８分 休憩 

午後 ２時５９分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  再質問の中で、私に質問さ

れたことについての主なものについてお答えをいた

します。 

 まず、リフォームのことから話をさせていただき

ますと、リフォームという名前でないですけども、

うちの場合は安心住まい改修事業とすてきな親子、

いろんなものをやっていまして、うちが今現在で予

算的に６,０００万やっています。リフォームの関係

で６,０００万やっています。そして、今大石議員が

言われた杵築市は１,０００万です。１,０００万だ

からすぐなくなったそうです。私どもは、リフォー

ムについて商店街とかいろんな目的をもってリフォー

ムをやる。それが６,０００万です。それが１つです。 

 それから、扶養手当の話はもう前の話で、それも

前の市長がもらっていた、そのままずっと知らんで

もらっていただけの話を今さらむし起こして、ちょっ

と大人気ないと思います。というのは、そういうこ

との中で、前からもらっていたものをその制度でずっ

として、それを知らなくてもらってたというだけの

話です。 

 それから、退職金給与については、私の考え方が
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ありますので、私の考えを申し上げます。 

 その前に、副市長、教育長と私の差は、これは制

度上うちだけでありませんで、各市町もそういうよ

うな差でやっているということであります。 

 それでは、退職金給与についての私の考え方を申

し上げます。 

 私の給料、退職金は、全国の市長と比較して決し

て多いとは思っておりません。しかしながら、平成

１８年３月から平成２０年３月まで、市の財政健全

化ということの中で行政改革をやりました。その時

に職員の給料も下げましたんで、私の給料もその当

時１０パーセント下げたわけであります。そして、

これから平成２２年に職員の給料を国の基準に合わ

せました。この国の基準に合わして、大半の職員は

給料はそのままということになりました。この給与

適正化をしたのは当時は豊後高田とほかの１市、２

市でありました。だから、そういう面ではうちの職

員には非常に気の毒なことをしたと、そういうこと

を私は思っております。そういうことの中で、私は

ある意味では職員に無理強いしているという気持ち

で、やはり私も下げなきゃいかんということで１２

パーセント現在下げています。しかし、この……（○

２０番（大石忠昭君）  そんなことを質問してない

よ、質問したことに答えてください。） 私は私の考

えを申した……（○２０番（大石忠昭君） 聞いた

ことに答えよ、時間がない。）私は私の……（○２０

番（大石忠昭君）  聞いたことに対して答えなさい。）

それでは、そういうことの中で（○２０番（大石忠

昭君）  聞かれたことにちゃんと答えよ。）この減額

というものは今期限りと私は考えています。そうい

うふうにやっております。これで私の任期中に私の

減額をしたのが１,０８４万です。そういうことであ

ります。これが私の給料退職金に対する、それと減

額に対する私の考え方であります。（○２０番（大石

忠昭君）  そんなこと聞いてない。そんな自論を聞

いてない。詭弁だ。詭弁ですよ、市長、それは、聞

かれたことに答えてください。）詭弁ではありません。

（○２０番（大石忠昭君）  詭弁ですよ。）それから、

小中の医療費の話ですけれども、小中とも入院は無

料になっています。通院については今もらっている

ということでありますから、それは全部を何もかん

もただにすることはいいでしょうけれども、やはり

物事にはそれぞれ限度があるし、段階があります。

そういうことであります。 

 それから、重度障がい者の現物支給について、私

も賛成なんです。ただ、これについて、すべて今の

現物支給にすると国からペナルティーが全部かかる

んです。だから、このペナルティーをしないように

という要望を出していますけれども、特に重度につ

いてはペナルティーが大きいんです。だから、県下

の市町村でやはりするところが少ない。これは県下

全体でしなければ意味がないんです。そういう面で

は、まずやはり国のペナルティーをとってもらおう

という。そういうようなことの中でやってて、だか

ら各市ともなかなかやはり重度にかかれないという

のはそういう状況があります。 

 それで、とりあえず私がお答えする分はこれだけ

にしまして、あとは担当課長に答弁させます。 

 以上です。 

（○２０番（大石忠昭君）  議長、議事進行につ

いて。議長、いいですか、議事進行。） 

○議長（河野正春君）  大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  議事進行について発言し

ます。 

 最初にも議長にお願いしましたように、やっぱり

質問に明確に答えさせてもらいたいと思うんです。

今、市長がるる詭弁な答弁をしましたけれども、私

の質問にはただ１つと答えておりません。何ならば

テープ聞きなおして、市民にわかるようにもう一回

答弁させてください。これ、許されません、こんな

ことで。質問に、議長答えたと思いますか。全く答

えてないです。全部答えてないでしょう。答えさせ

てください。退職金の問題、質問答えてないですよ。

答えてないです。 

○議長（河野正春君）  申し合わせの３回の質問が

終了した後、答弁漏れがあったと判断した場合、質

問を許可しますので、その時にお願いします。 

 総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  それでは、私のほうか

ら大石議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

 まず最初に、今すぐにこういったそうした津波が

来たら避難等はどうするんかという話だったと思い

ますけども、その点につきましては、昨年から特に

沿岸部の自治会のほうとは緊急時の避難場所等の協

議をずっと重ねております。先ほどのいろんな答弁

出ましたけども、６月に防災計画を変更した中でそ

ういったことも参考にしながら避難場所等変更して

まいっておりますので、この後、また各地区のほう

で自主防災組織を中心に避難訓練等を重ねて対応し

ていきたいと思っております。 
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 それから、２番目が防災士の関係でありますけど

も、防災士に市役所のＯＢとか消防のＯＢの方を地

区で１人だけじゃなくて入れたらどうかという話で

ありますけども、とりあえずことし初めての試みで

ありまして、とりあえず地区で１人ということでし

ておりますので、なるべくそういう経験者がおれば、

そういった方をまたなっていただくような形で話は

してみたいと思います。 

 それと、謝礼の件につきましては、ちょっと今の

ところ、急な話ですけど、今のところ考えておりま

せん。防災士に対する謝礼の件はですね、今のとこ

ろちょっと考えておりません。 

 それと、磯町の避難路として使える所の整備の関

係になりますけど、その点につきましてはちょっと

現地も私どもも見ておりませんので、また自治委員

さん等と現地を確認して、ちょっとお話をしてみた

いと思いますので、以上でございます、はい。 

（○２０番（大石忠昭君）  あの分がないでしょ

う、副市長や教育長や職員の退職金。扶養手当、

答弁……。） 

○議長（河野正春君）  教育庁学校教育課長、瀬口

卓士君。 

○教育庁学校教育課長（瀬口卓士君）  大石議員の

いじめ対策についての再質問にお答えいたします。 

 大分県のいじめの把握件数が多いことにつきまし

ては、都道府県ごとに把握の方法が異なることや細

かな調査を行っている結果と考えております。 

 本市の把握件数は全国平均を上回っているところ

でありますので、教育委員会といたしましても重く

受けとめ、いじめが発生すれば早急に対応し、市教

委、学校、保護者と連携を図りながら解消に向けて

対策を講じるとともに、いじめのない学校を目指し

た取り組みに努めてまいりたいと考えております。 

○議長（河野正春君）  福祉事務所長、尾形 稔君。 

○福祉事務所長（尾形 稔君）  それでは、大石議

員の再質問にお答えをいたします。 

 国民健康保険の国庫負担金等の減額の金額はどう

なっているかということでありますが、平成２３年

度の実績による試算によりますと約２,３００万円と

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  それではお答えしたい

と思います。 

 まず最初に、副市長の退職金の関係になりますけ

ども、今回任期満了した場合の退職金の金額につき

ましては１,１２３万２,０００円でございます。教

育長につきましては４９２万４,８００円となります。

それから、職員の関係になりますけども、職員の退

職金につきましては、昨年度退職された方の金額で

申しますと平均で２,５６０万円というふうになって

おります。これ、平均の勤続年数は３５年でありま

す。はい、２,５６０万円であります。 

 以上です。 

（○２０番（大石忠昭君）  答弁漏れの答弁させ

てもらえませんか。） 

○議長（河野正春君）  大石忠昭君、質問を。 

○２０番（大石忠昭君）  答弁漏れを指摘しました

が、先再々質問やって、それでも後でということで

すか。 

 それじゃあ次に行きにくいんですけど、退職金の

問題、当初に質問したら市長は１５秒の答弁しかし

なかったんですよ。再質問で長々やったけれども、

私の質問に１ヶ所も答えてないです。これ、答えて

いるというように議長思いますか。じゃけえ、改め

て、もう一度市長、よくメモしてください。あなた

の詭弁、自分を弁解する答弁ばかりです。何か、奥

さんの扶養手当の問題も昔の話をするなと、前の市

長もらったもん俺がもらったんも何が悪いかといわ

んばかりのことを言っているでしょう。私はそれは

なぜ出したかというのは、あなたが条例に基づいて、

あなたは法令と言うけれど、条例に基づいて退職金

もらっとるわけでしょう。もらうんじゃあちゅうか

ら条例かえろと言っているんですよ。前からあった

市長の奥さんの扶養手当をもらう条例は、私から追

及されてあなたはかえたじゃありませんか。奥さん

の月何万の扶養手当さえ廃止をしきったんです。こ

れ、市民にとればほんのわずかなもんや、これは廃

止をして、自分の退職金は全然当たらんちゅうのは

何事ですか。だから、法令をかえろと言っているん

です。条例改正をしよと言っとるんです。これに答

えてないじゃないですか。何か昔の話をほじくり返

したんですか。あなたになってから条例廃止したじゃ

ありませんか。扶養手当奥さんのもらえんごとした

じゃないですか。それと同じように、市長の退職金

も減らす条例案を出せと言っとるんです。これに答

えてください。 

 それから、今副市長や教育長の退職金が同じ４年

間勤めて金額が出ました。いいですか。市長の退職

金は副市長の１.５倍、教育長の３.５倍なんですよ、
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同じ４年間勤めても。職員に比べたら何倍ですか、

１０倍以上ですか、ね。それをあなたは高いと思う

のか思わないのかと言っているのよ。全国の市長が

何じゃかんじゃ、全国のデータ私は持っていますよ。

決して安いほうじゃないですよ。ゼロの所は随分あ

ります。半額の所、２割の所、３割の所もあります。

全部条例改定やっていますよ。これは、あなたが自

身がやる気があって議会に提案すれば恐らく誰も賛

成するでしょう。そうでしょう。だから、私は全国

市長会が云々じゃないんです。副市長や教育長や職

員に比べてみてあなたの退職金は高いと思うのか思

わないのかということを聞いているんです。思わな

いんですか、あんたは。一般労働者の退職金に比べ

て高いと思いませんか。市民の生活、今度もきのう

も大分合同ですか、市民の所得が出ましたけども、

高田の場合、所得が下がるばかりじゃありませんか。

市民生活から見て市長の退職金１,７１０万円は高過

ぎる。次の議会に提案するべきです。もう一回それ

をはっきりさせてください。 

 それから、もう防災問題はいいわね、いじめの問

題もよいと。 

 子供の医療費、重度障がい者の問題なんですけど

も、市長はただほどいいと言っている。私は何でも

かんでもただにしろとは言ったことはありません。

ほんならば、今入院費が無料になっていることも事

実です。私は、入院も通院も含めて無料にしたらど

うですかと、そうすえば若い人たちが高田に住んで、

子供３人でもない４人でも生んでみようということ

になるんじゃないかと。定住対策の一環、子育て対

策の一環として政策提起しているのは、これは議会

の場は政策提起の場じゃないんですか。ただ、市長

にお願いします、お願いします、ありがとうござい

ました、ありがとうございましたと、市長持ち上げ

る場じゃないんですよ、市民の困っている問題を取

り上げて、市長にその要求、実現を迫るのが議会の

役割じゃないんですか。無駄遣いをやめろと、チェッ

クするのも議会の役割なんですよ。追求できないよ

うな議会やったら、議会の役割果たさんと思います

よ。市長、何でもできないじゃなくて、昭和の町、

昭和の町と打ち上げているじゃないですか。いろん

なお祭り騒ぎには莫大な金使っているじゃないです

か。それが定住対策の、私は大きな効果があると思

う、子供の医療費の無料化を。せめてよそがやって

いるような中学生まで無料にすることができないの

か。国の制度云々といいました。国の制度として、

やっぱり市長が先頭切って国の制度として実現でき

るように働く気があるのかないのかはっきりしてく

ださい。 

 それから、住宅リフォーム助成制度についても、

やはり先進地をよく研究してみて、いいことは高田

に取り上げると。ほかの事業やっているからいいん

だじゃないで、例えば雨漏りがするとか、ふろをよ

うしたいとか、炊事場をようしたいとか、する前に

１割でも助成があればやってみようかという、よそ

では、佐世保なんかもうリフォームのブームが起こっ

ているそうですよ。そういういい例も学んでみて、

同じ税金を使うならば経済的効果があがるような、

特定の物だけじゃなくて、やっぱり広く市民が使え

るような補助金制度をつくってもらいたいと思うん

ですが、市長の見解を求めます。 

 以上であります。 

○議長（河野正春君）  鴛海政幸君。 

○１２番（鴛海政幸君）  非常に私たち議員として、

議会として、立場を明確にせねばならない。先ほど

来、大石議員が市長の退職金の問題等々については、

非常に長い歳月で、非常に市長も大変な立場であろ

うと、こういうふうに私は理解をしておりますが、

執行部の立場、議会の立場、そういう１つの面から

考えてみて、お互いが冷静になって質問し、答弁を

するこの議場ではなかろうかと、こういうような気

がするわけなんで、議長、これはいつまでたっても

ゴムを引っ張るように、引っ張れば伸びる、離せば

縮むようなことになって、非常に議場そのものが軽

率な扱いになってくる可能性がある。だから、これ

は議会あるいはまた執行部の立場を考えて、市長は

市長、大石議員は大石議員としての立場を冷静に考

えて、杓子定規をあてた１つのこういう持っていた

だきたいと。その方法は、これはなかなか難しいと

思うわけなんですが、議長はそのくらいの対応、体

制に、あなたがやっぱ一歩踏み出してしていくべき

であろうと、こういうふうに私は思っておるので、

ぴしっとしてくれるように、もうこの件については

議場、騒動をさせないような方法を議長、ぜひ一つ

あなたが努力していただきたい。 

 以上です。 

（○２０番（大石忠昭君）  明確に答弁させてく

ださいよ。明確に答弁。） 

○議長（河野正春君）  議事を進めます。 

市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、退職金問題につ
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いてお答えいたします。 

 もうこれは、前々からずっと言っていたことです。

私は条例を改正するつもりはありません。もうそう

いうことであります。 

 それから、小中学生の通院の無料化でありますけ

れども、これは県下でもやっている所とやってない

所がありますけれども、私は段階的な面で通院につ

いては未だまだしないと、そういうことでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それから、再質問、リフォー

ムの話ですけども、リフォーム事業として一般誰で

も募集するというか、こういうような事業について

はリフォームをしていいか、するというかの違いで

あります。リフォーム事業にうちは間違いないと思

います。そういう面では同じ事を、ただ一般の皆さ

んに公募するという、誰でもいいからリフォームす

るのを手を挙げなさいという、そういうことか、こ

ういう事業について、例えば空き家対策、空き家に

ついてこうこうするとか、そういう目的を持ったも

のか、そういうことの違いだと思いますんで、私ど

ももし大石議員が言われるものであればリフォーム

事業として６,０００万つけていると、そういうこと

であります。 

 以上でございます。 

（○２０番（大石忠昭君）  議長、答弁漏れを全

部やらせてください。） 

○議長（河野正春君）  これ以上の答弁はできない

ものというふうに判断をいたします。 

 これにて一般質問を終結いたします。 

（○２０番（大石忠昭君）  待って議長、答弁漏

れがある、答弁漏れをしてもらえませんか。答弁

漏れを答弁をさせてください。） 

○議長（河野正春君）  ３回の質問の中で同じ質問

が３回ありましたので、これ以上の答弁はないもの

と思いますので、終結をいたします。 

 これにて一般質問を終結いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 あすから９月２７日まで休会し、各委員会におい

て付託案件の審査をお願いいたします。次の本会議

は９月２８日午前１０時に再開し、各委員長の報告

を求め、委員長報告等に対する質疑、討論、採決を

行います。 

 なお、討論の通告は９月２６日午後５時までに提

出願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後 ３時２３分 散会 
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